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〇司会（消費者庁・金田）（消費者庁） それでは、お待たせいたしました。ただいまから食品中の

放射性物質対策に関する説明会を開催いたします。

本日司会を務めます、私、消費者庁消費者安全課の金田でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、最初にお配りした資料の確認をさせていただきます。封筒の中の資料をご覧ください。

資料１といたしまして、食品中の放射性物質による健康影響についてがございます。資料２といたし

まして、食品中の放射性物質の対策と現状についてがございます。資料３といたしまして、農林水産

現場における対応についてがございます。その後にアンケート用紙、その他参考資料がございます。

この資料１から資料３、そしてアンケート用紙につきまして、もし足りないものがございましたら、

お手を挙げてください。近くの係の者が伺います。不明な点ありましたら、随時お手をお挙げくださ

い。

引き続きまして、封筒の中の議事次第をご覧ください。本日は、まず内閣府食品安全委員会事務局

情報・勧告広報課長、植木隆から「食品中の放射性物質による健康影響について」、約20分のご説明

を申し上げます。次に、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長、三木朗

から「食品中の放射性物質の対策と現状について」、約30分ご説明申し上げます。続きまして、農林

水産省生産局総務課企画官、大西麻紀子より「農林水産現場における対応について」、約30分ご説明

申し上げます。その後約10分間の休憩を挟みまして、会場の皆様と意見交換を行います。閉会はおお

むね16時を予定しております。本日は活発な議論と、そして進行にご協力いただきますようよろしく

お願い申し上げます。

なお、事前にいただきましたご質問につきましては、本日受付でいただいたものも含めまして、説

明者間で共有し、できる限り説明の中で触れられるように参考させていただきました。しかしながら、

時間の都合上全てご質問にあらかじめお答えすることが難しい場合がございます。説明内容に含まれ

ていないと感じられた場合にあっては、最後の意見交換の時間にご質問いただければと思います。

講演に先立ちまして、本日登壇する各省庁の役割を司会者から簡単に説明いたします。参考資料と

して、前に今投影しております「食品の安全を守るしくみ」をご覧ください。平成15年に食品安全基

本法が成立しました。この法律は、上のほうに書いてありますリスク分析の考え方を取り入れた法律

でございます。このリスク分析の考え方は、国際機関であるＦＡＯ・国際食糧農業機関、そして世界

保健機関ＷＨＯの合同委員会であるコーデックス委員会で提唱された考え方でございます。具体的に

は、食品の安全を守るしくみとして、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーション、この３

点について、この３要素を実施すると、それぞれ分離して行うということ、これを内容としたもので

ございます。

具体的には、安全性そのものについて、そして安全な量はどのくらいかというリスク評価につきま

しては、新たに内閣府に設けられました食品安全委員会におきまして担うものとしました。それに基

づきまして、この評価に基づきまして、実際にどのような守るべきルール、基準、規格、そして具体



- 3 -

的な監視、検査のやり方、そういったリスク管理につきましては、厚生労働省、農林水産省、消費者

庁等のリスク管理機関が行うものというふうにされました。そして、このリスク評価、リスク管理を

含めまして、行政機関、事業者の皆様、そして消費者の皆様、相互の情報の交換や意見交換等を行う

リスクコミュニケーション、これにつきましては食品安全基本法第21条に定める基本的事項により、

消費庁がその事務の調整を担い、各省との連携に努めているところでございます。

本日は、このリスクコミュニケーションの場であります。皆様の理解を深めていただくとともに、

さまざまな意見を提出していただき、今後の行政に役立てたいと考えております。

〇司会（消費者庁・金田）（消費者庁消費者安全課） 以上、各省庁の役割の大枠をご理解いただき

ましたところで、最初のご説明に移ります。

では、「食品中の放射性物質による健康影響について」、内閣府食品安全委員会事務局情報・勧告

広報課長、植木隆からご説明いたします。

〇内閣府食品安全委員会事務局情報・勧告広報課長 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただき

ました食品安全委員会事務局の植木でございます。先ほどの消費庁の説明とダブりますけれども、ま

ず簡単に食品安全委員会の役割を少しご説明しまして、それから、私のほうから、放射性物質に関す

る基本的な事項と、私どもはリスク評価を行ってございますので、その中身につきまして簡単に復習

という観点からご説明をしたいと思います。やはり物事を基本から振り返って考えてみることが重要

ということでございます。

まず、食品安全委員会の役割でございますけれども、先ほどご説明のように、従来は厚生労働省あ

るいは農林水産省等が、こういうところが実際に産業の振興あるいは規制をやりながらリスク評価も

行ってございました。ところが、なかなかそういう産業の振興や規制業務をやりながらリスク評価を

行うということはなかなか大変だなということもございまして、組織を分けまして、私どもがリスク

評価を行っているわけでございます。農薬とか動物医薬品、食品添加物、もろもろやはり一定我々の

生活にはなくてはならないものでございますけれども、そういうものにどういうリスクがあるのか、

例えばどれだけ食べれば害が出るのか出ないのか、まず相手をきちっと科学的に評価してから、それ

を踏まえて規制をやっていただくというのが、それが世界的な常識でございまして、そういう観点か

ら、こういう産業の振興や規制を行うところから分離をして私どもがリスク評価をやっております。

私どもは、７名の食品安全委員会の委員がございまして、コミュニケーション担当の方もいらっし

ゃいますけれども、基本的には科学者でございます。この下に幾つかの専門部会がございまして、そ

こで100名以上の専門家が、それぞれいろんな分野につきまして議論して、科学的にリスクはどうかと

いうことを評価しているわけでございます。もちろん今回の放射性に関する食品についても評価を行

ったわけでございます。私どものほうは、サイエンティフィックに合理的な思考に基づいてきちっと

評価を行っております。



- 4 -

まず、放射線と放射性物質につきまして、どういうものか、少し簡単におさらいをしたいと思って

ございます。多分ご承知の方いらっしゃるかと思いますが、放射線というのは、物質を透過する高速

の粒子とか高いエネルギーの電磁波でございまして、主に３つに分けられまして、アルファ線という

のはヘリウムと同じ原子の流れでございます。これは、エネルギーは高いのですけれども、薄い紙１

枚で遮ることができます。次はベータ線でございまして、これ電子の流れでございまして、薄いアル

ミニウムで遮ることができる。ガンマ線、エックス線、レントゲンとかありますけれども、この辺は

物質を透過する力は強いというところでございます。よく話題になります放射性ヨウ素とか、セシウ

ムとか、ストロンチウムとか、カリウムとか、その辺はベータ線とガンマ線になってございます。

それから、この放射線、放射能の話をする場合、いろんな単位がございますので、ベクレルとシー

ベルトにつきまして少し簡単にご説明いたします。これは光の場合ですけれども、光の強さをあらわ

す単位でカンデラという単位がありまして、明るさの単位のルックスというのがございまして、光の

場合にはカンデラとルックスがある。それと同様に、放射線の場合にも放射線の強さの単位、これベ

クレルでございます。人が受ける放射線の被ばく線量の単位、これをシーベルトであらわしてござい

ます。このベクレルとシーベルトは、換算係数がございますので、換算することが可能でございます。

物を規制する場合には、その物がどれだけの放射能があるのかということでベクレルですし、人体の

影響という場合には、では実際人体がどういう影響を受けるのかということでシーベルトに換算して、

我々は検討しているわけでございます。今申し上げたことですけれども、放射能の強さがベクレルで

ございまして、人体の影響レベルがシーベルトでございます。これをつなぐものが実効線量係数とい

うものでございます。繰り返しになりますけれども、食品検査などの結果の表示はベクレルというも

のを使います。

では、具体的にどういうふうにベクレルをシーベルトに換算するのかという、これは一例でござい

ますけれども、例えば１キログラム当たり100ベクレルの、これセシウム137の場合ですけれども、こ

ういう食品を0.5キログラム食べたというときにはどうなるかといいますと、これがベクレルが100で

ございます。食べた量が0.5でございます。これに実効線量係数を掛けますとミリシーベルトというふ

うに換算されるということになってございます。では、この実効線量係数は何かと申し上げますと、

これはここにございますが、放射性物質の種類、セシウム137など、摂取経路ごとに、年齢区分ごとに

ＩＣＲＰと呼んでおりますけれども、国際放射線防護委員会が設定してございまして、摂取後50年間、

子どもの場合には70歳までに受ける積算の線量でございます。見ていただきますと、ヨウ素131、セシ

ウム137、カリウム40、それぞれごとにゼロ歳の場合にはこの数字を使う、７歳の場合にはこの数字を

使うというふうに、国際的に定められてございます。ここで使いました0.000013というのは、このセ

シウム137の18歳以上のこの数字を使ったわけでございます。このようにしてベクレルをシーベルト、

正確にはミリシーベルトですけれども、換算することができます。

それで、一度放射性物質が体内に入りますと、それがだんだん蓄積することから何か大変ではない
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かというようなご懸念を持つ方もいらっしゃると思いますが、実はそうではないのだということを示

すスライドでございます。放射性物質が減る仕組みでございます。２つございまして、物理学的半減

期と生物学的半減期でございます。物理学的な半減期は、セシウム134は2.1年で半分となります。セ

シウム137は30年、ヨウ素131の場合は８日でございますので、極めて急激にどんどん減っていくと、

放っておいても減っていくということでございます。

それから、もう一つは生物学的半減期でございますけれども、ご承知のとおり、私どもの体は代謝

していまして、食べ物を食べれば排せつをするということになってございますので、こういう体内の

代謝といいますか、こういうものを通じて放射性物質は減ってまいります。これを生物学的半減期と

言っておりますけれども、放射性セシウムの場合には、１歳までは９日でもう半分になってしまいま

す。41から50歳ですと90日、やや長いのですけれども、いずれにせよ90日で半分になるわけでござい

まして、ですから、多少私ども自然界にある放射性物質を摂取しているわけでございますけれども、

それにプラスして、仮に多少摂取してもどんどん体内の放射性物質は減っていくという、そういうこ

とでございます。

それから、よく内部被ばくと外部被ばくは違うよねと。内部被ばくの場合には体内に取り込まれる

ので非常に危ないですよねと、そういうご心配を持たれる方がいらっしゃるかと思います。内部被ば

くも外部被ばくも人体影響に関しては、同じ単位のシーベルトに換算してございます。内部被ばくで

は体内での存在状況に応じた放射性物質からの被ばくが続くことを考慮して線量計算されておりまし

て、ここに書いてございますが、摂取後50年間、子どもの場合は70歳までに受ける積算の線量という

ものを考慮してシーベルトに換算するようになってございますし、外部被ばくの場合には、これは線

量率掛ける被ばくした時間ということですので、私ども健康影響評価の場合にはシーベルトという単

位に換算をしますけれども、そのときに内部被ばくの場合には、きちっと摂取後50年間という、そう

いう影響を考慮した換算を行って評価を行っているということございますので、内部被ばくだからす

ごく危ないと、危険が大きいということではないということでございます。

突然、実は放射性物質、あなたの体内の中に取り込まれるかもしれませんよ、取り込まれています

よと言われると、多分不安に思う方はいらっしゃるのだと思いますけれども、実はもともと自然界に

放射線というのがございまして、１人当たりの年間線量は、日本人の平均で約２ミリシーベルトでご

ざいます。内訳は、大気中とか食品由来で、この中でもカリウムというのは、皆様方にとてもなじみ

がある元素ではないかと思いますけれども、一定のカリウムは動植物にとって必要な元素であり、そ

の0.012％程度が放射性物質であるカリウム40でございますので、我々は毎日、量の多少はあっても放

射性物質を摂取しているわけでございます。世界平均でも合計で自然放射線2.4ミリシーベルトを取り

入れてございますので、余り過剰に不安になることはないということでございます。

それで、放射線による健康影響の種類でございますけれども、２つございまして、確定的影響とい

うのと確率的影響というのがございまして、確定というのは、これは比較的高い放射線量で出る影響
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でございます。脱毛とか不妊とかございまして、男性で3,500ミリシーベルト以上とか、そういう非常

に高いレベルでございますので、現状の食品摂取では到底達し得ないレベルでございます。確率的影

響というのは、発症の確率が線量とともにふえるとされる影響でございまして、症状は例えばがんと

か白血病とか、そういうものでございます。遺伝的影響については、人の調査では、見られていない、

確認されていないということでございます。それから多少なりとも放射線があればＤＮＡが損傷する

ので、ＤＮＡ損傷すればがんになるのではないか、そういうご懸念、ご心配があるかと思いますけれ

ども、ＤＮＡは損傷しても人間には防御機構ございまして、修復する機能ございますので、ほとんど

はがんまで至らないという、そういう機能ございますので、放射線が少ない場合には、それほどご心

配になる必要はないということでございます。

次が、私どもが行いました食品中の放射性物質に関する食品健康影響評価です。リスク評価の概要

でございます。今回の場合にはリスク管理機関である厚生労働省は、非常に緊急を要する事態でござ

いましたので、原子力安全委員会の防災指針より引用しまして、食品中の放射性物質の暫定基準値を

設定したわけでございます。それで我々に評価を依頼されまして、緊急時の対応としては不適切とま

では言えないということで結果を通知しまして、その後継続的にリスク評価を行いまして、それを平

成23年の10月に厚生労働省に通知をいたしまして、それを踏まえて厚生労働省のほうで、基準を設定

したということでございます。その基準基づきまして、生産現場における低減対策とか必要な出荷作

付制限とか、あるいはモニタリングが行われているという全体の構図になってございます。

どのように評価したかでございますけれども、国内外の放射線の関係の約3,300の文献を集めてござ

いますし、そのほかにも放射線に関係する国際機関のレポートを全部集めてございます。こういうも

のを次の観点から精査してございまして、被ばく線量の推定が信頼に足るか、調査研究手法が適切か

どうかということでございます。文献とはいっても本当にさまざまでございまして、例えば、日本の

場合には死亡の原因の大きな部分はがんですから、がんで死ぬのはある面で当たり前のようなところ

がありますので、ちゃんと放射線を浴びたグループと、そうでないグループを分けているのかどうか

とか、その規模が適切かどうかというようなこと、やっぱり一定の結論を得るためには一定のサンプ

ル数が必要になりますので、そういう観点から文献をふるいにかけたわけでございます。結果として

食品由来の内部被ばくに限定したデータは極めて少ないということでございまして、それで外部被ば

くを含んだ疫学データを用いて検討を行ったということでございます。

いろんな文献とかデータは、高線量域のものです。例えばこれを100ミリシーベルトとか50とか200と

か、それ以下の場合にはなかなかデータがない。国際機関は、こういう高線量域のデータをこういう

ふうに伸ばすのか、あるいはもう、すとんと減少するというふうに見るのか、いろんな説があるので

すけれども、どのモデルがいいか、我々もデータないので検証ができないので、私どもは実際に被ば

くされた方々のデータがございましたので、その比較データに基づいて評価したわけでございます。

基礎となったデータには、インドの自然放射線が高い、累積線量が500ミリシーベルト強の、そうい
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う地域がございまして、これは何かトリウムを含有するモナス砂というのがもともとあるようでござ

いまして、そういう地域においても発がんリスクの増加は見られなかったという、そういう報告もご

ざいます。あとは、これ両方とも広島、長崎の被ばく者の方のデータでございますけれども、白血病

による死亡リスクを比べた場合、被ばくした集団と被ばくしていない集団は、統計的に比べた場合、

被ばくした量が200ミリシーベルト以上ではリスクは上昇したのだけれども、200ミリシーベルト未満

では差はなかったと、そういうような結果がございます。

こちらは、がんによる死亡リスクでございますけれども、被ばく線量がゼロから125ミリシーベルトの

集団はリスクが高くなることが統計的に確かめられたのですけれども、被ばく線量がゼロから100では

確かめられないという、そういう文献がございました。こういうことを勘案して、私どもは結論を出

したわけでございます。それがこれでございまして、放射線による影響が見出されているのは、生涯

における追加のリスク線量はおよそ100ミリシーベルト以上ということでございまして、これは通常の

一般生活で受けるものは除いてございます。

それから、子どもさんの期間は感受性が高いというデータもあるのですけれども、どちらも線量の推

定に不明確な点があるので、あくまでも可能性でございまして、感受性が高いとまではなかなか言い

切れないということでございますけれども、可能性はあるという感受性が結論にさせていただいてお

ります。

それから、100ミリシーベルト未満の健康影響については、言及は難しいということでございまして、

この100ミリシーベルトをベースに、厚生労働省のほうで基準を作成していただいていますので、その

基準の中であれば健康影響があるということは言えないと思ってございます。

この100ミリシーベルトでございますけれども、安全と危険の境界ではなくて、食品についてリスク管

理機関が適切な管理を行うために考慮すべき値でございまして、これを超えると健康上の影響が出る

可能性が高まるということが統計的には確認されているわけでございます。だからといって、すぐに

確実に影響が出るというものではございません。そして、これは、食品からの追加的な実際の被ばく

量に適用されるということでございます。

以上が私どもの食品安全委員会の評価結果でございます。科学者の中にもいろんな方いらっしゃい

ますので、いろんな意見があることは承知しておりまして、これでは不十分だという方もいらっしゃ

ることは事実でございまして、そういう方の書いたペーパーもございますので、そういうものも目を

通しながら、それが本当に私どもの結論に影響を与えるかどうかということは常にウオッチしてござ

います。そして今のところは私どもの今の結論は変える必要ないと思っている次第でございます。

以上でございます。

〇司会（消費者庁・金田） それでは、続きまして、「食品中の放射性物質の対策と現状について」

に基づきまして、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長、三木朗からご
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説明申し上げます。

〇厚生労働省（三木） 皆様、こんにちは。ご紹介いただいた厚生労働省の三木でございます。私ど

も厚生労働省は、先ほどもお話がありましたけれども、食品安全委員会が行うリスク評価に基づいて、

いろいろリスク管理措置をとっていくということで、私どもはこの放射性物質に関していえば、食品

の基準値をつくったり、それに基づいて基準値を超えていないかどうかということを確認したり、基

準値を超える場合には、それらを廃棄したり処分したりして、消費者の方の口に入らないようにする

というような役割を担っているわけであります。このほか残留農薬とか、いろいろ基準値があります

ので、そういうようなリスク管理を行っている機関ということでご理解をいただければと思います。

本日は、食品中の放射性物質の対策と現状についてということでお話をさせていただきます。まず

は、本日お話しするのは大きく２つになりますけれども、どういうふうな形で管理をしているのかと

いう点が１点、後半部分は、今の放射性物質の検出の状況はどういうふうな形かということをお話を

させていただきます。管理する仕組みの中については、１つは基準値をどういうふうに設定をしたの

か、食品でいろいろ基準値をつくっておりますけれども、この設定の仕方であるとか、あとこれを踏

まえた検査の今の体制、基準値を上回った場合の対応についてということでお話をさせていただきま

す。

前後になりましたけれども、資料は２番ということで、資料２ということでお手元にお配りをさせ

ていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。

まず、基準値の設定についてですけれども、先ほど食品安全委員会のほうからお話もありましたが、

まず原発の事故が起こったときには暫定規制値ということで一応設定をさせていただいております。

これは年間線量で５ミリシーベルトということで設定をしたわけで、実際の基準としては、暫定規制

値ということで飲料水200とか、野菜類・穀類500、これ単位がBq/kgという単位になりますけれども、

こういう形で設定をしていたということで、とりあえずは緊急的な措置ということで行っていたわけ

であります。

その後、食品安全委員会の評価等も踏まえて、５ミリシーベルトから年間１ミリシーベルトという

ことで、これは原発事故の長期的な影響であるとか、そういった状況に対応するために、より食品の

安全と安心を確保するという観点でこの基準値の引き下げ、これは単位が１ミリシーベルトという単

位で、年間ここまでは許容できるというようなことで引き下げを行ったわけであります。引き下げに

伴って、食品ごとの基準値についても見直しをさせていただいております。

特に先ほど食品安全委員会のほうからもお話がありましたが、子どもさんについては感受性が高い

可能性があるということも踏まえまして、お子様が食べる、よく食べられるような牛乳であるとか、

乳児用食品については、そういったことも考慮して基準値を設定しているというわけであります。

続いて、なぜ年間１ミリシーベルトなのですかというところになりますけれども、１つは国際的な

指標に従っているということで、国際基準、食品の国際的な基準をつくっているコーデックス委員会
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という組織、これは世界保健機関とＦＡＯという世界農業機関が合同でやっている委員会ですけれど

も、ここで年間１ミリシーベルトを超えないようにということで放射線に関する基準値が設定をされ

ております。これ以上について厳しくしても有意な線量の低減は達成ができないということで、さら

に厳しくする必要はないというような、こういったところのご意見もありますし、国際的には１ミリ

シーベルトということで決まっているというのが１つの理由であります。

もう一つは、放射性物質のようなものについては、できるだけ合理的に達成可能な限り低く抑えた

ほうがいいというような考え方ございますので、モニタリング検査等を行った結果、多くの食品から、

ここに書いてありますような相当程度が低下傾向にあるというような状況もございますし、こういっ

たことも踏まえて、１ミリシーベルトということで設定をすれば、先ほど食品安全委員会のほうから

お話がありましたような、おおむね100ミリシーベルトということも達成ができるのではないかという

ことで、こういう形で引き下げを行わせていただいたというものでございます。

今度は、基準値のお話になりますけれども、１つは、基準値は放射性セシウムということを指標に

設定をしております。なぜ放射性セシウムだけなのですかということなのですが、原発事故が起こっ

たときに、いろんな核種放射性物質が原発の事故で空中に飛び出したりしたということは皆さんもご

承知のとおりだと思います。その中でいろいろあるうちに半減期がまずは長い、１年以上、これ半減

期というのは、先ほどもお話していましたけれども、半分になるというようなお考えでいいかと思い

ますけれども、これが１年以上あるものをまず考慮して、そうするとセシウムであるとか、ストロン

チウム90であるとか、プルトニウム、ルテニウムというようなものが対象になるわけです。放射性ヨ

ウ素とか、こういうのは最初にかなり放出をされていますが、半減期が短いということもあって、こ

のときには考慮していないということであります。こういうのを考慮して、まずはつくろうというこ

とになったというわけであります。

ただ、放射性セシウム以外の核種については、非常に測定に時間がかかると、放射性セシウムであれ

ば一、二時間で測定ができるようなものなのですけれども、ストロンチウムとかであれば、前処理と

かも含めますと、やっぱり一、二カ月かかるというようなこともございまして、ルーチンで、例えば

生鮮食品とか、食品の関係は検査にスピードも求められますので、そういうことを考えると、なかな

かちょっと対応がしづらいなということもございます。

あとは、飛び出してくる食品中の放射性物質のことを考えると、いろいろ比率が、存在比率という

か、それがある程度わかっているものもありましたので、そういうことから求めると、セシウムだけ

測れば、こういうストロンチウムとかの影響も寄与率とかも考慮した上でセシウムの値というので測

れるということがわかりましたので、放射性セシウムについて、これを指標にして基準値をつくって

いこうということになったわけであります。結論としては、セシウム以外の影響も、こういったもの

を含めた形で、この比率が最も高いセシウムについて、指標として測定も容易だということもござい

ますし、こういうことで決められたということでございます。
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まず、計算の考え方なのですけれども、年間１ミリシーベルトということで、食品の中で割り振り

をまずしております。人間生きていくためには水を飲むというのは必ず必要になりますので、この水

について、まず飲料水の基準、これが、ＷＨＯがガイドラインで定めていた10Bq/kgというのがありま

すので、まずはここまで汚染された水というのはなかなかないですけれども、最大限汚染された水を

１年間飲んだ場合でも0.1ミリシーベルトということになりますので、まずこれを引いて、あと残りの

0.9ミリシーベルトをセシウム、これとあと放射性セシウム以外の核種の寄与率も考慮しておりますけ

れども、これで割り振りを行おうということになったわけであります。ここにも書いてございますが、

こういった核種については、一応寄与率については、このセシウムの中で考慮をしているということ

でございます。

そういうことで計算をしていきますと、１つは年齢区分とか、摂取量というのが人によって異なっ

てきますので、あとそれに実効線量係数というような、先ほども食安委のお話にもありましたが、そ

ういうのを含めて、掛けて、引いて算出をしたということになります。もう一つは流通する、どのぐ

らい食品が汚染されているのかというのを、まずは想定して計算をしておりますが、食品の半分が基

準値上限の放射性物質を含むと仮定をしてございます。これは国内の食品が汚染されているというも

のと、あとカロリーベースで自給率が40％ということも考慮して、大体半分が汚染されているという

ことで、半分が含むということで仮定をしております。

そうすると、妊婦さんとか、いろいろの年齢層でやったところ、13歳から18歳の男性が一番限度値

が低いと、120 Bq/kgということが計算からわかりましたので、この中で含めると、この120というの

を採用して、さらに安全側に切り捨てて基準値100 Bq/kgというような形で、一般食品の基準値はこの

ような形で決められたということでございます。さらに牛乳とか、乳児用食品については、半分の50

Bq/kgという基準値にしてございますけれども、それは先ほどもお話をしましたが、お子様は感受性が

高い可能性があるということも考えて、このときは半分が基準値上限ということで仮定しております

が、全部ということで、さらに半分の50 Bq/kgというような値を決めたわけであります。ここまでが

基準値をどのようにして決めたかというお話をさせていただきました。

次に、検査の実施方法等についてご説明をさせていただきます。食品中の放射性物質に関する検査

の計画について、まずお話をさせていただきますが、基本検査は各自治体のほうでやっていただいて

いるというものでございます。国のほうが検査に係るガイドラインをこの原子力災害対策本部という

ところで策定をいたしまして、それに基づいて各県が検査計画というのをつくって、放射性物質の検

査をやっているというような流れとなってございます。

ガイドラインの中では、都道府県ごと、都道府県に対象の品目であるとか、検査頻度などを示して、

めり張りをつけて実施をいただけるような形にしてございます。対象品目については、ここにちょっ

といろいろ書いてございますけれども、放射性セシウムの検出レベルが高いような食品、一般的には

キノコ、野生のキノコであるとか、山菜類であるとか、あと野生の鳥獣肉、イノシシとか鹿とか熊と
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か、そういうものを対象に重点的にやってくださいということを言っております。

さらに、飼養管理の影響を大きく受けるような、例えば汚染の稲わらで牛肉が汚染をされたという

ようなことも言いましたけれども、そういった飼養管理の影響を大きく受けるような乳とか牛肉につ

いては、重点的にやりましょうということになってございます。あと水産物であるとか、後でお話を

させていただきますが、出荷の制限とか解除というのをやっておりますので、ある一定の地域の制限

がかかったところから解除をされて出てくるようなものについては重点的にやりましょうということ

でやっております。こういうふうな重点品目を決めて、各県で検査計画を立てて検査を行っていると

いうような流れになってございます。

これから非常に細かい図で申しわけないのですけれども、各重点品目についてざっと羅列をしたも

のでございます。この赤の二重丸が基準値を超えたようなものについて重点的にやろうということに

しているものでございます。あとこの青い丸については、大体基準値が一般食品であれば100ですので、

こういった基準値の２分の１を超えたもの、50 Bq/kgを超えたものについてもある程度重点的にやっ

ていきましょうということでございます。四角は管理、先ほど飼養管理のお話もさせていただきまし

たが、飼養管理の難しいようなものとか、あと移動性のものとか、野生鳥獣とかはそうなのですけれ

ども、移動性のものについては重点的にやりましょうということで、これ17都県ありますけれども、

17都県でこういうふうな検査計画を示して行っていただいているということでございます。当然これ

以外の自治体さんのほうにも積極的に検査のほうはやっていただくような依頼をしているということ

でございます。このように画一的にやるのではなくて、めり張りをつけた検査をやっていただくとい

うことにしているというわけであります。

先ほど、丸の自治体については、これは検査の実施頻度とか検体数とかを示した表でありますけれ

ども、ちょっとわかりにくくて申しわけないのですけれども、重点的にやるようなところについては、

基準値超えのものは３検体以上やると、主要産地とか、市町村当たり３検体以上やるというようなこ

とも決めておりますし、この半分を超えたようなところについても、農家ごとに３カ月に１回とか、

こういうことで頻度を決めてやっているということであります。これも先ほどと同じように、めり張

りをつけて検査を行っているということを示すものになります。

実際に検査はどうやっているのかというお話を少しさせていただきますと、まず精密な検査とスク

リーニング検査という大きく２つあるというふうにお考えいただければと思います。精密な検査につ

いては、ゲルマニウム半導体検出器というちょっと難しい名前なのですけれども、こういったものを

使って核種分析をやると。例えばセシウムについては、セシウム134と137というのがありますけれど

も、この方法であれば134と137というのが個別に測定ができるというものであります。最終的にセシ

ウムの値としては、134の値と137の値を足して合計してセシウムの最終的な値とするというような形

になります。

こちらのスクリーニングに用いるＮaＩシンチレーションスペクトロメータというような機械があ
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りますけれども、これはある程度精度がこちらに比べると劣る。ただ、時間的には非常に早くできる

というようなものでありますので、これである程度一定のレベルがあるかどうかというのをはかれる

というような形になっております。例えば、こちらで、まずスクリーニングで基準値を超えるような

可能性があるかどうかというのを判断して、その基準値を超えそうなものについては、このゲルマニ

ウム半導体で確認検査、正確な値を出すというような形で一般的には用いられております。こちらも

どんな機械でもいいというわけではありませんで、一応スクリーニングのレベルとして、一般食品の

100 Bq/kgについては、最低検出下限が４分の１以上、25ベクレル以上ははかれるものでなければいけ

ないということもありますし、スクリーニングレベルとしては２分の１の50 Bq/kgということでやっ

ておりますので、50を超えたようなものについては、こちらの正確な値で測定をして、今基準値を超

えるか超えないかということを判断いただくというような形になります。

測定の流れとしては、両方とも同じような流れになりますけれども、例えば検体をとっていきまし

て、それは細かく、野菜とかは土とかがついていると影響を受けたりしますので、土とかはよく洗い

流して細かく切って、こういう容器に入れて、これは鉛で遮蔽をされていますので、この扉だけで、

これゲルマニウム検出器ですけれども、扉だけで200キロとかあったりしますけれども、こういうもの

入れてふたをして一定時間置くということで、一、二時間後にはある程度結果が出ます。それを解析

して、基準値を超えているか超えていないかというような測り方になります。基本的には細かく切っ

たりというような作業になりますので、破壊検査というか、もとどおりには当然なりませんので、そ

ういう破壊検査をやるというような流れになってございます。

これはちょっと参考までなのですけれども、もちろん検査結果には信頼性がないといけませんので、

検査結果がいいかげんなものが出ると、それをもとに何らかの判断を下せないということもあります

ので、正しい取り扱い等について周知を行っているということでございます。

基準値を上回ったときの対応についてお話をさせていただきます。まずは検査をして基準値を超え

てしまったというような場合については、まだ食品衛生法に基づく検査ということで、100 Bq/kgとい

う基準値を設けていますが、この基準値を超えてしまった場合には、当該測ったものについては、食

品衛生法の違反ということで流通はさせないというような形になるわけであります。ただ、放射線の

場合は、農産物であれば、あるところで出た、基準値を超えたということになると、隣はどうなのだ

ろうかと、近くはどうなのだろうかということになりますので、地域的な広がりというのを確認する

必要があるわけであります。

さらに、検出された地域の周辺についてもよく調べて、そこでやっぱり地域的に広がりがあるとい

うことが確認をされた場合には、地域とか特定の基準値を超えて検出されたものを指定して、出荷制

限というような形でかけるということになります。これは原子力災害対策特別措置法という法律があ

りまして、これの本部長は内閣総理大臣がなっておりますので、内閣総理大臣が自治体の知事、首長

に指示をして、その地域からの特定のものについての出荷を制限すると、流通させないようにすると
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いうような措置をとるわけであります。これがいわゆる出荷制限と言っているものであります。

今は、ほとんどもうそういう高いものが頻繁に出るということはありませんが、さらに高いような

濃度のものが出て、食べるとやっぱり問題が出そうだということになると、今度摂取制限ということ

で、食べてもだめですよというようなことの指示をするわけであります。ご安心いただければと思い

ますが、今は摂取制限というのはほとんどされておりませんし、こういった出荷制限ということで、

ある一定地域の特定のものについては流通をさせないというような措置をとっているわけでございま

す。

ちょっといただいた質問の中に検査についてご質問いただいておりますが、基本的にはこういった

広がりを見るとか、一定のところで検査をして、違反というか、基準値を超えたり基準値内であった

としても、さらに地域的な広がりがないかどうかとか、その自治体によっては、地域をある程度固定

をして、いろんなところで検体をとって問題がないかどうかということを確認しておりますので、１

カ所だけやって大丈夫だったから、もうそこはずっと大丈夫だというようなことでは、そういう考え

ではやっていないということであります。

さらに言うと、ある程度地域の範囲をもって危なそうなところ、例えば落ち葉がたまりやすくて、放

射性物質がたまりそうなくぼ地であるとか、そういったところに農作物がもし生産をしていれば、そ

ういったところを重点的にとって検査をしてくださいということをお願いしておりますので、危なそ

うなものをまずは検査をするということでやっていただいているというところでございます。

後半ちょっと短くなりましたが、簡単に今の検出状況についてお話をさせていただきます。まず、

これ平成24年度について調べた分でありますけれども、まず野菜類については、このＮＤというのは

検出限界以下のものでありまして、これはスクリーニングレベル以下、先ほど50ベクレル以下という

ものでございます。見ていただければほとんど検出限界以下でありまして、トータル２万件に近いよ

うな検査をしておりますけれども、基準値を超えたのは５件というような形になってございます。こ

れは17都県の野菜類についての検査になります。

あと、これは果実類については、果物系ですけれども、ほとんど低減、100を超えているものは検出

を、13件検出をされていますけれども、多くは低い値にとどまっているということでありますし、小

麦、大豆についてもこのような値になっているというものであります。穀類も同じですけれども、米

については全量検査ということでやっておりますので、こういうふうな、非常に数の多いような形に

なってございます。やはり山菜、キノコ類の、特に野生のものについては100を超えるような値も結構

出ているというふうな状況で、この辺について引き続き重点的にモニタリングをやっていくというよ

うなことでございます。

いろいろご心配をされていると思いますが、水産物についても100を超えるものがある程度ございま

すし、野生の鳥獣、イノシシとか熊とか、これは野生のキノコとか、そういったものを食べて生活を

しているということもありますので、かなり高確率で基準値を超えるような形になっております。た
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だ、この中でいろいろ基準値を超えるものがありますけれども、基本的には出荷制限をしている地域

のものについても継続して検査を行っておりますので、基本的には市場流通をしているようなものが、

ここでいえば、こういった野生鳥獣肉で基準値を超えるものが市場流通をしているのではないかとい

うようなご心配はないということでございます。

これもちょっと細かい表なので、飛ばします。先ほど言ったような野生のものとか、そういったも

のは、やっぱり継続して出るので、出荷制限の対象になっているということを示すものでございます。

あと、こういう状況の中で、実際どのぐらい食べているものに含まれているのだろうかというよう

なご心配があろうかと思います。流通食品、実際に流通している食品で、マーケットバスケット調査

という調査方法がありまして、普通に流通しているものを買ってきて、実際食べているような形にし

て、実際測ってみるというような形の調査であります。これは国民健康栄養調査というのがやられて

おりまして、大体その地域の住民の方がどういうものをどのぐらい食べるか、これは食品群別に分け

ますので、穀類とか肉類とか乳類とか、いろんな14群ぐらい分かれた中で平均値をとっていますので、

それでなるべく生鮮食品は地元、近隣産のものを購入すると。通常の食事の形態に従った簡単な調理、

例えば里芋だったら煮るとか、お肉だったら焼くとか、そういった調理をして、１回食べている量に

ついて測定をしたというような調査結果がございました。

この１ミリシーベルトいうのが年間の上限量でありますけれども、さらにちょっと低い値なので拡大

をすると、大体こういう地域について調べても0.0009から0.0057ミリシーベルトというのが年間の線

量の推計値というのが、この調査の結果わかっていることであります。かなりどの地域でも１％以下

と、低い値にとどまっているということであります。

経時変化を見ましても、平成23年から平成24年にかけてやっておりますけれども、これ福島県の中通

りという地域でご説明をさせていただくと、５分の１に減少しているということがわかっております。

これもいろいろこれから農林水産省の人がお話をされると思いますが、除染であるとか、そういった

生産の管理であるとか、あとは物理的な半減期とか、それとあとは自然に希釈をしていくというふう

なことが影響していって、こういうふうな結果になっているのではないかということでございます。

これは、ちょっと食品安全委員会のほうで同じものがありましたので、省略をさせていただきます。

ストロンチウムについては、魚におけるストロンチウムの検出状況については、何回かこれまでもは

かっておりまして、平成23年とか平成24年でありますけれども、ストロンチウムについては検出をさ

れていないという状況になってございます。

簡単にちょっとまとめさせていただきますと、国際的な指標に沿った上で、子どもを含めた全ての年

齢の方に対応した基準値を設定していると。これは、食品安全委員会にいただいた評価結果である、

生涯おおむね100ミリシーベルトというのをクリアしているということであります。さらに、引き下げ

るべきではないかというようなご意見もいただいておりますけれども、こういった科学的な根拠に基

づいて設定をしているということや、食品安全委員会の評価結果にも達する可能性が低いということ
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や、そういった、先ほどお話ししたような、実際には食べている量の中では非常低いということから、

現在のところはこういった基準値については見直しするということは考えていない、そういう必要は

ないのではないかというふうに考えているところであります。

あとは、基準値をつくって、それに基づいた検査を的確にやっていって、多数の検査を実施して、全

て公表をしていくということでございます。さらに、原発に由来する食品中の放射性物質は減ってき

ていて、先ほどお話ししたように、食品からの検出はある程度低くなっているという状況もございま

すし、実際に食べるものからはかなり低いということがわかっているということでございますので、

厚生労働省といたしましては、科学的な根拠に基づいたこういった基準をつくりましたし、これに基

づいた検査をしっかりやっていきまして、検査結果については逐次公表していくということが大切、

最も重要なことだと考えております。こういうホームページにもいろいろと掲載をされておりますの

で、もしご覧になっていただければ幸いでございます。

以上で厚生労働省の取り組みについてご紹介をさせていただきました。ありがとうございました。

〇司会（消費者庁・金田） 続きまして、「農林水産現場における対応について」、農林水産省生産

局総務課企画官、大西麻紀子からご説明申し上げます。

〇農林水産省（大西） ただいま司会より紹介のありました農林水産省の大西と申します。今日はよ

ろしくお願いいたします。

今日は、この会場に消費者の方だけでなく、生産者の方、食品関係企業の方、保健所の方、給食関

係の方、報道関係の方、非常にたくさんの方が来ていらっしゃると聞いております。私は、今から農

業、林業、水産業、それぞれの現場の話を網羅的にお話しさせていただきますが、ぜひ後ほどの意見

交換のときに、皆様、今こういうことが気になっている、こんな情報が欲しいとか、こういうことを

今放射性物質に対して思っているのだというような意見、ぜひ聞かせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

では、今日私からお話しさせていただくことですが、それぞれの品目ごとに、今、生産現場で放射

性物質を減らすためにどのような対策がとられているのかということと、そういった取り組みの結果、

現在のそれぞれの品目の中の放射性物質濃度というのはどうなっているのかについてお話しさせてい

ただきたいと思っております。では、30分ほど、どうぞおつき合いください。

まず、最初に私ども農林水産省がどういった基本姿勢で取り組んでいるかということですが、安全

な食品を安定的に供給すること、これを第１に考えております。安全な食品というのは、放射性物質

に関して言いますと、先ほど厚生労働省からも話のありました基準値、これを上回らない食品を流通

させることになります。そして安定的に供給、これは皆様が、例えばスーパーとか、それぞれお店に

行ったときに買いたいものがない、食べたいものが食べられない、そういったことがないように、生

産現場の方、そして県の方、関係者の方、皆様と協力しまして、放射性物質に関しますと、できるだ



- 16 -

け食品中の放射性物質を下げて、基準値以下のものを十分な量流通できるような体制を整えることを

基本としてやっております。

各現場の取り組みをお話しする前に、農産物がどのようにして汚染したかというということをお話

しさせていただきたいと思います。こちらを最初にご確認いただいて、後の対策をお話ししますと、

こういう汚染経路があるから、こういう対策なのだなというのがわかっていただきやすいのではない

かと思います。こういった場でお話しするときに、汚染の経路というのを大きくは３つに分けてお話

ししております。

まず、１つはこちらの左端の図にありますが、事故直後に、実際空中に放出された放射性物質が、そ

のとき葉っぱを広げていた作物に直接付着することによって起きた汚染です。皆様の中には、事故直

後にホウレンソウであるとか、麦から高い値が検出されたというようなことを覚えていらっしゃる方

もいるのではないかと思います。これは、まさにこの左端にある１つ目のパターンの汚染によるもの

です。こちらの汚染は、後でデータも見ていただくのですけれども、そのときに生えていた作物が収

穫されまして、新たな作物が植えつけられた後は、このタイプの汚染というのは見られなくなります。

新たに植えつけた後どうなるかといいますと、真ん中の図を飛ばしまして、右端の図に行きますが、

農地に降下した放射性物質を根から吸収するタイプの汚染になります。作物が根っこから、放射性物

質を吸収するというのが、そこまで大きくないということもわかりまして、１つ目のパターンの汚染

から、２つ目のパターンの汚染のタイプに変わったときに、基準値を超える割合というのは大きく下

がりました。ここにつきましては、後でゆっくりデータを見てお話ししたいと思います。

そして、もう一つ別のタイプの汚染があります。それは、果樹とかお茶に関しての汚染のパターンで

す。果樹やお茶というのは、事故のときにもちろん生えていたわけですが、その幹や枝にじかに降下

した放射性物質、降ってきたものが付着します。事故のときに実がなっていなかったものが事故の後、

秋になって基準値を超過したというようなニュースを聞かれた方もいらっしゃるかと思うのですけれ

ども、これは３つ目のタイプの汚染になります。どうして起きたかといいますと、事故のときに実は

なっていなかった、でも枝や幹に付着した放射性物質が、実ができるときにそちらに動いていくので

す。私たちこれを転流という言い方をするのですが、セシウムが成長点、ちょうど成長するところに

移動するタイプの汚染が１つ、パターンとしてあります。この場合は、いかに幹や枝に付着した放射

性物質を落とすかということが、今後できる果実に対してセシウムが移動するのを抑えるかというこ

とにつながってきます。

生産現場での取り組み、そしてそれが出荷されるまでの流れというのを体系的にあらわすと、このよ

うな形になります。まず、一番大事なのはやはり検査ですよね。放射性物質の検査をして、そこの地

域のそこの品目が安全であるということが確認されたら出荷します。けれども、もし基準値を超過す

るもの、それが見つかった場合、まずそこの地域のその品目の出荷というのは止めます。そして、出

荷を止めて、ただそのままにしておくと、放射性物質が自然に少しずつは減っていきますけれども、
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なかなかその地域から出荷することはできない。ですので、基準値が超えた品目、超えた地域につい

ては、なぜそのようなことが起きたのか、どういうことをすればそれを防げるのかということの対策

を検討します。そして、その対策を検討して、実際に生産者の方にその対策に取り組んでいただきま

す。その後、もう一度その対策をしながらつくった農産物をできた後に検査する、そしてそれが基準

値を下回っていて、地域全体としても下回っていることがわかったら出荷する、まだ基準値を超えて

いたら、もう一度その原因を解析する、そういったサイクルで生産現場の取り組みというのは行って

おります。

では、まず野菜、果実、お茶の話をさせていただこうと思います。先ほど果実では枝や幹に付着した

放射性物質が果実に転流するのが汚染の原因だと申し上げました。ですので、生産現場では、それが

わかった後は幹や枝についた放射性物質を落とすという対策がとられました。スライド８ページ左側

の写真は、高圧水を使って幹を洗っています。この左側の写真がわかりやすいかと思うのですけれど

も、これは柿の木になります。皆様の記憶にある柿の木というのは、かなり枝が黒いのではないかと

思うのですけれども、このように水で洗った結果、すごく白くなっています。この黒い皮の部分が全

部剥ぎ落とされるのです。私福島に行く機会も結構あるのですけれども、福島の柿の園地、柿が植わ

っているところに行きますと、そこの果樹園、白樺の木があるのではないかというぐらい真っ白な木

がわあっと並んでいたりとかということがあります。

例えば、福島の北のほうの地域で、非常に果樹が有名な地域があるのですけれども、そこの方にお話

を伺いますと、震災の後に来た冬、冬にこういった除染作業というのを行うのが木にとって一番いい

ということが考えられたので、冬に水を使って、その地域、２万本ある果樹の木を１本ずつ全部洗っ

たということも伺っております。やはり冬の作業というのは、水を使って非常に寒かったり、あとこ

ういう作業って木の枝が飛び散ってきたり、皮が飛び散ったりとか、かなりそれが体に当たったり顔

に当たったりということもあったと聞いております。そういった少しでも木の放射性物質を減らそう

という取り組みを生産現場では行っております。

また、木にすごく分厚い皮がついている果樹については、ごりごりと削り落とすということもやって

おります。その結果どうなるかということで、９ページの右側にグラフがあるのですけれども、黄色

が皮を剥ぐ前、緑が皮を剥いだ後、これが梨の木の枝の表面を剥いだ前後の差なのですけれども、放

射線量が約９割低減したというような調査結果もございます。

お茶につきましては、枝が非常に細かったりもして洗うのが難しいので、深目に剪定をするというこ

とで対策をとっております。剪定前のお茶をかなり深目に切り込みますと、10ページの図のような形

になります。こうして枝や葉っぱごと木についた放射性物質を落としてしまうという対策が行われて

います。写真はこの剪定前で大体基準値ぎりぎりだったお茶園なのですけれども、剪定後、もう一度

お茶を育てたところ、大体放射性セシウム濃度半分以下になったと聞いております。

また、農地の除染というのももちろん行われております。放射性物質が農地に落ちたときに、セシウ
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ムは土壌に吸着しまして、あまり奥のほうまで行かないという性質があります。ですので、非常に土

壌の放射性セシウムの高い地域では、このように表面の地面を薄く削り取るという除染が行われてお

ります。こういう除染を行いますと、11ページの写真は調査で行った場所なのですけれども、土壌中

の放射性セシウムが大体75％低減したというような結果も得られております。

また、表面に放射性セシウムがとどまるという性質がありますので、もう一つのタイプの除染として

は、この表面の土を野菜などの根っこが届かない、深いところに埋め込み、逆にこの下にあります放

射性セシウムに汚染されていない地面を上に持ってくる、こういう反転耕と呼ばれる除染を行ってい

る地域もございます。

また、農地、果樹、そのものの除染以外にも使う肥料ですとか、飼料、そういったものからの汚染を

防ぐという対策も行っておりまして、それぞれ農地に使う肥料など、暫定許容値というのを設定して、

農家の方は、これを下回るものだけを使うように取り組まれているところです。

こういった取り組みの後、放射性物質の検査を行うとどうなったか、お話ししたいと思います。まず、

野菜のことを少しお話しさせてください。先ほど事故直後にホウレンソウや麦といった野菜に直接放

射性物質が付着した汚染がありましたという話をしました。その後時間が経ってそれが収穫されて新

しいものを植えると、また今度は土壌から吸うタイプの汚染になります。でも、野菜などは放射性物

質をあまり吸わないことがわかりましたというお話をしましたが、15ページのグラフを見ていただく

とわかりやすいかと思います。これをどのように見るか、少し最初にお話ししますと、縦軸は割合を

あらわしております。横軸が放射性セシウム濃度、１キロ当たり何ベクレルか。ちょっと今後の説明、

１キロ当たりという言葉はたくさん出てきますので省かせていただいて、何ベクレルという言い方を

させていただきます。これですと、例えば3,568点調べた中で25ベクレル以下のものが81％、このよう

に見ていただければと思います。

平成23年３月から６月、ちょうど事故があったときに、まだ植えられていた野菜などが成長している

時期、この時期というのは、１割ぐらい100ベクレルを超えるものがありました。けれども、それが収

穫された後の時期と考えられる平成23年度７月以降、その平成23年度の終わりまでを見ますと、この

100ベクレルを超える割合というのは非常に下がっていることが見ていただけるかと思います。また、

同じように、麦もそのときちょうど成長中でしたので、平成23年度に植えていた麦、収穫した麦とい

うのは、５％近く100ベクレルを超えるものがありましたが、麦というのは１年１作ですので、次の年

に育てた麦というのは、100ベクレルを超えるものというのは全くありませんでした。

野菜につきましては、先ほど平成23年の短い期間の比較もさせていただきましたが、平成24年、25年

も野菜については、もうほとんど基準値を超えるものは出ておりませんし、24年度、25年度比較して

もこの25ベクレル以上のものもだんだん濃度が薄くなって、今年度に入ってからまだ100ベクレルを超

えるものというのは検出されておりません。

また、果実につきましても、先ほどのような取り組みの結果、100ベクレルを超えるものというのは、
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平成23年度７から８％あったものが、平成24年、25年にかけてどんどん減ってきているということが

見ていただけるかと思います。お茶につきましては、平成25年度になって、もう一番茶、二番茶とい

う主なお茶の収穫時期は終わったのですが、現在のところ基準値を超えるものというのは検出されて

おりません。先ほど厚生労働省からも話がありましたが、例えばこの基準値を超えたものが検出され

ているからといって、これが市場に出回っているかというと、そういうわけではなくて、基本的に収

穫の前の検査で見つかったものですので、見つかった場合は、そこの地域が出荷を自粛したり、出荷

が制限されたりして、市場に出回っていることはございません。

大豆の結果になります。大豆ですが、大豆も基準値の100ベクレルを超えるものというのは減少してお

ります。ただ、去年の大豆、まだ少し基準値を超えるものがありましたので、どういった対策を行え

ばよりこの100ベクレルを超えるものを下げることができるか、少なくできるかということを研究いた

しました。後で米のところでもお話ししますが、カリウムを含む肥料をやれば放射性セシウム濃度を

下げることができるのではないかということが調査でわかってきましたので、今大豆というのはちょ

うど育てているところなのですが、農家の方にカリウムを含む肥料、カリ肥料というのをしっかりや

ってくださいということをお願いしているところです。

次に、皆様の主食の米についてお話ししたいと思います。米は平成23年産で、当時の暫定規制値500ベ

クレルを超えるものがあったということを記憶されている方もいらっしゃると思います。500ベクレル

を超えるものもありましたので、一体なぜこのようなことが起こったのか。実際高い放射性セシウム

が検出された田んぼでいろいろ条件を調べてみた結果、土壌中のカリの濃度と米の放射性セシウム濃

度、この関係を見ますと、土壌中のカリウムの濃度が低い場合は、米の放射性セシウムの濃度が高い

ということがわかりました。ですので、平成24年産のお米をつくるときに、農家の方にカリウムを含

む肥料をしっかりやってくださいということでお願いいたしました。

その結果、どうなったかということなのですが、25ページのグラフが平成23年度に福島県で100ベクレ

ルを超える米が見られた地域で、平成23年と24年のお米を比較したものです。平成23年度には高い値

が見られた部分が平成24年にはカリ肥料をしっかりやることで、その割合というのが非常に低くなっ

ているというところが見ていただけるかと思います。今平成25年になりまして、そろそろ新米を食べ

られたという方もいらっしゃるのではないかと思いますけれども、平成25年のお米につきましても、

こういった安全対策を行っております。まず、先ほど申し上げましたカリウムを含む肥料をしっかり

やるとともに、検査につきましては、過去の検査の結果から全袋、全量を検査して、要はお米の全部

の袋を検査してくださいという地域と、過去の検査結果から、抽出検査でいいのですが、しっかりこ

ういった密度で検査してくださいというような検査密度をそれぞれ地域ごとに決めまして検査を現在

行っているところです。

また、福島県におきましては、今お話ししましたものから、さらに県としての上乗せ、プラスアルフ

ァの試験としまして、福島県の全部のお米の袋を検査しているところです。スライド29ページの写真



- 20 -

が、お米の袋を検査するために開発された機械になります。福島県だけで、平成24年産のお米では

1,034万袋検査いたしました。検査結果をまとめたのがこちらになります。平成25年産、ことしのお米

につきましては、今のところまだ3,300点ぐらいなのですけれども、検査をした結果、基準値を超える

ものは見られておりません。

また、去年の結果を少しお話ししますと、全袋検査、全部の袋を検査するあの機械で検査したもので

1,036万点、そのほか抽出で検査をしたもので約9,000点の検査をしまして、基準値を超えたものとい

うのは約0.0008％ということになっております。

次は、畜産物についてです。畜産物というのは、餌の管理というのが非常に重要になっていますので、

餌について、この動物にはこの放射性セシウム濃度以下の餌を与えてくださいということを生産者の

方にはお願いしております。そして、牧草地の除染というのも行っているところです。また、放射性

物質検査ですけれども、牛肉と牛乳はこちらにありますような検査の頻度で検査を行ってくださいと、

最低限これはやってくださいということで各県にはお願いしているところです。多くの県では、特に

牛肉につきましては、これにさらにプラスアルファとして全頭検査を行われている県が非常に多くご

ざいます。

現在の検査結果なのですけれども、原乳につきましては、もう平成23年、24年、25年ずっと見ても全

く基準値を超えるものがありません。牛肉につきましても、平成23年は基準値を超えるものというの

がかなり見られましたが、それが餌の管理などをしっかり行うことによって、平成24年、25年とその

割合というのは低くなっており、平成25年になってから牛肉で基準値を超えたものというのは、現時

点では見られておりません。

豚肉、鶏肉、卵につきましては、もともと輸入した飼料への依存というのが非常に大きかったため、

放射性100ベクレルを超えるもの、基準値を超えるものというのはほとんど見られておりません。

キノコについてお話しさせていただきます。まずキノコは、大きく分けて２つの種類があるというこ

とをまずご確認いただければと思います。どういうことかといいますと、管理できるキノコと管理で

きないキノコ。管理できるキノコというのは、野生のキノコではなくて栽培キノコです。管理できな

いキノコというのは野生のキノコのことです。

管理できる、栽培するキノコにつきましては、原木、木に植えつけるか、または菌床というおがくず

など栄養素を混合した培地に菌を植えるということでつくるのですけれども、キノコの原木やその菌

床について指標値というのを設けまして、この指標値以下の原木や菌床を使ってくださいということ

で生産者の方に取り組んでいただいております。

その結果、菌床シイタケでは、平成24年度以降基準値を超えるものというのは見られておりません。

また原木シイタケは平成23年度に３割近くが基準値を超えまして、その後原木の指標というのを設け

て生産者の方に指標以下の原木を使っていただいたり、原木自体を除染していただいたり、いろいろ

な取り組みをしていただいた結果、この３割というのが低下してきております。まだ出荷制限が指示
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されている県もありますけれども、生産して出荷ができる地域というのは、しっかりこういった原木

の指標などを守って、なおかつ出荷前に検査をすることで安全なものを出荷できるように取り組んで

いるところでございます。

一方、山菜であるとか野生のキノコというのは、管理が非常に難しくなっております。ですので、ま

だそれなりの数、基準値を超えるものが出ております。こういったものにつきましては、検査点数を

できるだけふやしていろいろな場所でいろいろなキノコの種類、山菜の種類を検査することで、必要

な場所には出荷制限をかけたり、実際山に入ってキノコや山菜をとる方に、ここの地域のこのキノコ

は基準値を超えたことがあるので気をつけてくださいという情報提供をするといった取り組みをして

いるところでございます。

あと、水産物についてお話ししたいと思います。水産物、原発事故後から今までで約３万7,000点を超

える水産物の放射性セシウム濃度を検査しておりますが、今までで基準値を超えたものというのが大

体７％ぐらい。ただ、これだけだと、ちょっとどのような変遷をたどったのかわからないので、47ペ

ージのグラフを見ていただきたいと思います。横軸が時系列になっておりまして、左側が事故直後、

右側が現在です。上が福島県、下が福島県以外の水産物の検査結果ですが、福島県につきましては、

事故直後、半分以上の水産物が100ベクレルを超えていたのが、どんどん低下してきているというのが

わかっていただけるかと思います。また、福島県以外につきましても、もともと6.5％ぐらいだったの

が、現在では0.4％が基準値を超過している、こうやって減ってきているというのが見ていただけるか

と思います。

また、水産物の検査なのですが、水産物と一口に言いましてもいろいろな種類がございます。沿岸に

いる魚種、また回遊する魚、そして内水面、川にいる魚、こういったそれぞれの魚の種類ごと、また

例えば沿岸にいる魚では、表面に住む魚、真ん中辺に住む魚、底のほうに住む魚、こういったそれぞ

れの種類を考慮しながら検査を行っております。また、50ベクレルを超えたことのある魚など、それ

からその地域の主要水産物につきましても重点的に検査を行っております。

種類ごとに検査を行ってわかったことというのもあります。例えば沿岸性で表面を泳いでいる魚とい

うのは、事故当初は基準値を超えるもの、100ベクレルを超えるものがあったのですけれども、49ペー

ジのグラフは時系列になるのですが、時間がたつにつれて、こちら放射性セシウム濃度なので、放射

性セシウム濃度が低下して、最近では100ベクレルを超えるものが全く見られないということがわかっ

ていただけると思います。

逆に、底のほうに住んでいる魚というのは、現在でも100ベクレルを超えるものが見られております。

またイカやタコというのは、事故直後以外は高い放射性セシウム濃度というのは、全く見られており

ません。そして回遊する魚につきましては、平成23年度から全て100ベクレル以下になっております。

また内水魚種、川に住んでいる魚なのですけれども、ます養殖のものというのは餌の管理ができます。

餌の管理をした結果、養殖のものでは100ベクレルを超えるものは全く見られておりません。逆に天然
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のものは餌の管理などできないので、いまだに100ベクレルを超えるものが見られております。

どういった魚種、どういった場所で高い放射性セシウム濃度の魚が見られるか、水産物が見られるか

というのを踏まえた上で、必要な魚種、必要な場所につきましては出荷制限を行っているところです。

また、県によっては自粛をしているところもあります。福島県ですと、福島県沖では全ての沿岸漁業

及び底引き網漁で操業を自粛しております。現在行っているのは、基本的には経年的な変化を調査す

るための漁になります。ただ、皆様の中にはニュースで福島の魚、出荷されましたというようなもの

見たという方いらっしゃるかもしれません。今までの検査の結果で安定的に安全であるということが

確認できている魚種につきましては試験操業という形で漁を行っております。漁を行ったものはもち

ろん検査をして、安全なものを出荷するというような体制になっております。

この試験操業、汚染水の問題が出た後、こちらも自粛をしております。現在周辺の港湾の外の水の調

査をした結果、その港湾の外の海水につきましては放射性セシウムなどの濃度が低いことがわかって

おりますので、そちらの試験操業につきましては、再開の方向で調整をしていると聞いております。

最後に、消費者の皆様がどこの魚を食べるか、選べるように、小売の方などにお願いして、この売り

場で売っている魚のラベルには漁を行った水域を表示するようにということで取り組んでいるところ

でもあります。

以上、生産現場での放射性物質対策の取り組みについてお話しさせていただきました。どうもありが

とうございました。

〇司会（消費者庁・金田） それでは、ここで、約10分の休憩といたします。

（休 憩）

〇司会（消費者庁・金田） それでは、15分になりましたので、再開いたします。

意見交換を行いたいと思います。

壇上には、先ほど説明を行いました３名に加えまして、水産庁増殖推進部研究指導課水産研究専門官

森田貴己、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課原子力発電所事故収束対応室

課長補佐 柴田寛文が登壇しております。

意見交換に入る前、１点事前にいただいた質問でちょっと今日の会場の議題と少し合いませんが、よ

く聞かれる質問についてお答えしたいと思います。

「食品工場で使用する包装材料は、福島県産のものを使用しないでほしいという声にはいかに対応し

たらよいか」、今、福島県の一部で大分線量が高いところがあるのは、原発事故で放出されてしまっ

た放射性物質によって放出されているガンマ線等によるものです。ですので、福島県産の工業製品が

汚染されているということはございません。強いて言えば、それはほこりやちりがついた場合という

ことになりますが、ほこりやちりがついたものを出荷することはあり得ませんので、そのようなこと
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はないという説明をしていただければと思います。

なお、お配りした資料の中に、各役所の連絡先等ありますので、不明な点がありましたら、そちらま

でお問い合わせいただければと思います。

それでは、ご質問のある方は挙手をお願いします。私が指名しましたら、係の者がマイクをお持ちし

ます。できればご所属とお名前をお願いいたします。本日ご参加いただけなかった方を含めまして広

く情報提供させていただくこととしております。そのため、講演内容と意見交換の様子、関係省庁の

ホームページにおいて後日公表予定です。議事録にご所属、お名前を掲載していただくことに不都合

がある方は、その旨発言の際にお申し出ください。できるだけ多くの方に発言していただきたく思い

ますので、発言は２分程度でお願いいたします。また、回答側もできる限り簡潔にお答えいただきま

すようお願いします。

それでは、ご意見のある方は挙手をお願いいたします。では、一番最初、どうぞ。

〇質問者Ａ ご説明ありがとうございました。生活協同組合パルシステム東京の組合員の石橋と申し

ます。

ご説明の中で、子どもの内部被ばくについては９日間で半減期があるみたいなような書き方をされて

いるのですけれども、そこはやっぱり子どもとか妊婦とかは、おなかの中にいる子どもに関してもす

ごく感受性が高いと思いますし、９日間といえどもその間に被ばくしていれば影響があるわけなので、

そこは何か軽く見てほしくないなというふうに思いました。

内部被ばくに関しては、やっぱりすごく心配があるので、ホールボディカウンターとか、そういう

もので検査をこれからできればしていただきたいなということと、あとは基準値が下がっている、下

がっているという、ご安心くださいと言われるのだったら、どうして基準値をこれから下げていかな

いのですかということをお答えください。

〇司会（消費者庁・金田） ２つご質問、ご意見いただいたと思います。１つ目、妊婦や子どもさん

について感受性が高いということであるけれども、軽く見るべきではなく、やはり内部被ばくについ

て十分見るべきではないかというご質問とご意見があったと思います。この考え方については、食品

安全委員会のほうから、また厚生労働省からあればお願いします。また、基準値について、これから

も下げるべきではないかというご意見いただきました。この基準値の考え方については、厚生労働省

のほうからお願いいたします。

〇内閣府食品安全委員会（植木） 最初の点の子どもさんへの影響、妊婦さんへの影響を軽く見るべ

きではない、確かにご指摘のとおりでございまして、私のスライドの７番目ですか、放射性セシウム

の生物学的半減期、１歳までが９日、だからといって子どもさんの基準が大きくていいとか、そうい

うことは全くございません。これは単に、それだけ体の中から排出されるのが早いという事象を示し

たわけでございまして、このことをもって子どもさんとか妊婦さんへの影響を軽く見ているわけでは

ございません。
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〇厚生労働省（三木） 基準値につきましては、スライドでもご説明をさせていただきましたが、１

つは国際規格、コーデックスという食品の国際規格をつくっているところでも年間１ミリシーベルト

ということで設定をされていますので、これをまず用いたということであります。あと、この基準値

については、これ以上厳しい規制を講じても線量的には影響がないというふうな、こういったことも

言われております。さらに、食品から追加で受ける線量が食品安全委員会のほうでも、生涯おおよそ

100ミリシーベルトというようなことで言われておりますけれども、この生涯100ミリシーベルトに達

する可能性も、今の検査の値では低いというふうに思っておりますし、マーケットバスケット調査で

も実際に食べている線量についても十分低いということで、そういうことで現在の基準値を見直す必

要がないというふうに考えております。

〇司会（消費者庁・金田） よろいでしょうか。

では、次の方、隣の方どうぞ。真ん中の女性の方、お願いします。

〇質問者Ｂ パルシステム東京の組合員の北村です。

表の読み方がちょっとよくわからなくて簡単な質問で申しわけないのですが、資料２の「食品の基準

値の設定」についての５の表なのですけれども、１歳未満の数字と妊婦の数字とか、すごくよくわか

らない。ここをもう一回ごめんなさい、説明していただきたいのと、あと特用林産物なんかの、私た

ちがさわれない天然キノコなんかは、チェルノブイリみたいにもう当分諦めるべきなのか、その辺の

見通しをちょっと教えてください。

〇司会（消費者庁・金田） ２つ質問いただきました。１つ目、厚生労働省からの食品の基準値の設

定についての考え方について、年令区分ごとの限度値の見方についてが１つ目、もう一つ、農林水産

省に対して、特用林産物、野生キノコについての安全性の質問でした。それぞれ厚生労働省、そして

農水省からお願いいたします。

〇厚生労働省（三木） 済みません、説明がちょっと非常に悪かったかもしれませんが、食品の基準

値の設定については、当然年齢とか性別によって食べる量とかというのが変わってきますので、それ

ぞれの１歳未満とか、１歳から６歳とか、男女とか、こういう分け方でまず摂取量が違うということ

でご理解をいただければと思います。こういった摂取量の違いをもとに、どのぐらい食べたときに、

どのぐらいの量までであれば、限度値というか、どのぐらいの放射性の濃度であれば上限がいけるか

ということを示したのがここに、表に書いてある限度値というものになります。当然１歳未満のお子

様については、食べる量が非常に少ないですので、逆に限度値については、高くても、食べる量が少

ないので問題はないというか、問題ないというのは、先ほどお話ししたような年間１ミリシーベルト

というのが基準値のもとになっていますので、それから水の分を引いた0.9ミリシーベルトまで、ぎり

ぎりまで許容するということを考えると、この値になるということになります。

年齢区分別に見ていくと、120というのが一番限度値としては低い値になっていますので、この最小

値の120をとってきて、それにさらに20をちょっと切り捨てて、安全のほうに傾けて基準値を100ベク
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レル/kgという形にしたということであります。おわかりいただけましたでしょうか。

〇農林水産省（大西） では、私のほうから林産物について回答させていただきたいと思います。

まず、野生キノコや山菜につきましては、現在高い値が見られているものがありますので、先ほど私

の話の中でもさせていただきましたが、なぜ高くなるのか、どういった対策をとればそれを低くでき

るのか、これをはっきりさせることが一番重要になっております。ただ、そういった野生キノコとか

山菜については、いろんな学説はあるのですけれども、今現在これが明確に正しい、これを使って低

減させられるというのが、はっきりわかっていない状態ですので、現在の対策としては、できるだけ

たくさんのものをはかって、どこの地域が基準値以下で、どこの地域は基準値以上なのかということ

を皆様にお示しするということを、野生キノコ、山菜については行っているところです。

〇司会（消費者庁・金田） よろしいでしょうか。前の方が先に手を挙げていましたので。真ん中の

方、お願いします。

〇質問者Ｃ パルシステム東京の伊藤と申します。組合員です。

海に向かって汚染水が大変垂れ流さているという情報が毎日のように入っておりますが、ストロンチ

ウム、トリチウムなど漏れ続けていますね。それ私たち日本人はたくさん魚を食べますので、それが

少量でも体内に取り込まれれば大変損傷が大きくなると予想されます。ストロンチウムは余り魚には

出ていないというふうに先ほどおっしゃられていましたけれども、ほかにもトリチウムなどもありま

すし、今後もぜひそういうものをはかって、どの程度のものが魚に含まれているか、発信し続けてい

っていただきたいと思います。

それに関連しまして、福島の事故後は、空気から、それから毎日の食品から少量ずつでも内部被ば

くしていると思います。特に小さいお子さんには心配ですが、私たちも実は心配な面があるのです。

それで、内部被ばくをはかる、そういう医療機関にかかれば、それが１回かかればもう安心のところ

がありますが、そのようなシステムができないものか、それをお願いしたいと思います。生協ではゲ

ルマニウム半導体を、例えば２台ぐらい使いまして、毎日のように10ベクレル以下とか、そういうの

をはかりまして、さらに組合員からは１ベクレル以下のものをというふうに、どんどん対応迫られて

います。とても誠実に対応していますけれども、そのように皆さんのほうでも下限値を下げて、安心

ですということをぜひ言ってほしいと思います。よろしくお願いいたします。

〇司会（消費者庁・金田） 汚染水の問題について、そしてそれで排出されたものによるストロンチ

ウム、トリチウムによる魚の汚染の問題について２つ目。３つ目として、内部被ばくについて、医療

機関ではかれたらというご提案がありました。最初の汚染水の問題について資源エネルギー庁から、

そしてそれによる魚介類の汚染、厚生労働省及び水産庁から回答お願いします。最後の点については、

ご提案については、簡単に私のほうからお答えします。

では、まず汚染水について、資源エネルギー庁からお願いします。

〇資源エネルギー庁（柴田） 資源エネルギー庁の柴田でございます。
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まず、福島第一原発のところからは、さまざま日々ニュースが出ているという状況でありますけれど

も、現状まずその汚染水の行き先については十分調査をしておりまして、その周辺でも、あと近海の

港湾内でもしっかりモニタリングをさせていただいているという状況であります。現状、まず敷地の

中で漏れているということ自体にまず問題があるということ、これは事実でありますし、その水が最

終的に地下水を通じて海に出ていかないように、我々さまざまな対策をこれからとろうとしていると

ころでありまして、そういったことを通じて、海にまず漏らさないということをこれまでもやってき

ましたし、今後も幾つか対策を打って、それが逆に裏目に出るようなケースもございましたので、そ

ういったことがないような対策を多重的にやっていこうと思っております。

そういった対策の進捗状況ですとか、どういったデータが、効果が得られているのか、そういった

ことは逐次我々のほうからしっかりと公表させていただきたいと思っておりますので、そういったこ

とを通じて、まず皆様に海のほうに影響が出ていないということ、これをしっかりとご理解をいただ

いて、安心をいただけるような形で、しっかり東京電力のほうにも指導していきたいと思っています

し、我々自身もしっかりそのデータを公表していきたいと思っておりますので、またそういったデー

タを見ながら確認をいただければと、このように考えております。

〇厚生労働省（三木） トリチウムとかストロンチウムについては、私ども汚染水の話がいろいろあ

るときに対応についていろいろ検討していまして、一応厚生労働省のホームページにＱ＆Ａというこ

とで載せさせていただいていますので、ちょっと簡単にご紹介をさせていただきますと、まずトリチ

ウムというのは、半減期が12.3年の水素の放射性物質で、いわゆるベータ線という、弱いというか、

ベータ線というのを放射すると。海水中の中では水として存在をするということなので、結構人体と

か魚介類とか生物に摂取をされても速やかに排出をされて、水と同じ動態をとるので、蓄積をしない

というふうにされています。トリチウムは、自然由来のものもあるということですので、飲料水にも

微量含まれているということもありますし、あと食品中の放射性の基準は、先ほどもご説明をさせて

いただいていますけれども、放射性セシウムというのが基準値で設定をしていますが、それよりトリ

チウムが生体に与える影響は極めて小さく、約1,000分の１というふうになっているというふうになり

ます。なので、原発周辺のいろいろ海域では海水のトリチウムの検査というのも行われておりますけ

れども、そういった測定結果を見る限りでは、そこから水産物にトリチウムの影響が出るということ

は、今のところないのではないかというふうに考えております。

一方、ストロンチウムにつきましては、いろいろ先ほど来お話をさせていただいていますが、セシ

ウムを指標にして基準値でいろいろ検査をやっておりますけれども、そこで、ストロンチウムについ

ては、魚介類については、大体寄与率が半分ぐらいあるのではないかということで、当初から設定を

して、セシウム、基準値をつくっておりますので、一応セシウムの測定によってある程度ストロンチ

ウムの寄与がわかるというふうに考えております。

セシウムは、ではどういう感じかというと、原発の周辺、福島の沖の海域でもいろいろ検査をされ
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ておりますし、先ほど農林水産省のほうからもお話がありましたが、基本的には今出荷はされていな

い状況で、これからまた試験操業というふうな流れもあると聞いていますけれども、そういったこと

でセシウム、基準値を超えるようなものについては出荷がされないと、流通しないという現状もござ

いますので、言いかえればストロンチウムについても今のところはそういうセシウムをはかることで

問題はないのではないかというふうに考えてございます。引き続き検査についてはしっかりやって、

自治体のほうにもしっかりやっていただいて、結果については迅速に公表をさせていただきたいとい

うふうに思っております。

〇水産庁（森田） 水産庁研究指導課の森田です。

今の質問全体的な答えとしてさせていただきますが、一連の最近の報道がいろいろありますが、ひと

つちょっといろいろなことで誤解を招いているのが、最近になって汚染水が海に漏えいしたという事

実ではなくて、最近になって東京電力が、昔から汚染水が少しずつ漏れていましたということを認め

たという報道であって、急に汚染水が出たという報道ではないということです。ですから、先ほどか

らさまざまなデータが示されていますが、それは全て汚染水が少しずつ漏えいしていたということを

踏まえても、現在は濃度が徐々に減少してきたという事実があるということです。ですから、最近に

なって急に何かが起こったという話ではないということです。

また、試験操業に関していうと、その汚染水の報道があったことによって、福島県においては試験

操業を中止したり、また延期したりとかということをしましたが、決して試験操業でとっている魚か

ら何かが、放射性物質が急に検出されたとか濃度が上がったかという事実ではなく、この報道によっ

て、試験操業でとった水産物を水揚げしても引き取り手がないということが予想されましたから、試

験操業を延期、もしくは中止したということで、急に汚染がされたというわけではないということで

す。また、試験操業については、先ほどの説明の中にはちょっと出てきませんでしたが、エリア、海

域を区切っていまして、沿岸から約50キロほど離れた水深150メートルのあたりで行っていますから、

今回の漏えいで、仮に少し漏えいがあったとしても届くような範囲では当然ないということです。新

たな漏えいはなかったので、関係ないのですが。

あと、ストロンチウムとトリチウムに関しては、ストロンチウムは、先ほど厚生労働省の方から水産

庁の測定結果というのを示してもらいましたが、また東京電力等々もストロンチウムの検査を行って

いるのですが、これまで行ったストロンチウムの見つかった最大の濃度というのは、原子力発電所か

ら３キロ沖合でとった魚の６Bq/kgというのが今のところ最高値です。ただ、この６Bq/kgというスト

ロンチウムを検出した魚の放射性セシウム濃度は1,690Bq/kgありましたから、通常流通しているよう

な魚の濃度ではないということです。これまでの調査から大体セシウムが1,000Bq/kg近くならないと

ストロンチウムが検出できるレベルでないので、通常流通している魚において、ストロンチウムの検

査をした場合、ほとんどというか、全てが検出下限値以下になっているというのが現状です。

トリチウムに関しては、過去からのデータで、トリチウムが水として存在しているということから、
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ほとんど濃縮、魚の中とか人体で濃縮がかからないということで、大体目安として海水中の濃度とい

うのが、ほぼ水産物の濃度になると考えてもらってもいいです。そしてその海水のトリチウムの最近

の濃度というのが、原子力発電所の港湾の出口のところで、１リットル当たり約３ベクレルほどしか

ありませんから、その濃度で水産物に影響が出てくるということはほぼ考えられないということが現

状です。

〇内閣府食品安全委員会（植木） 基準値をもう少し下げるべきではないかというご提案がございま

したので、今の基準値のベースは、食品安全委員会がお示ししたおよそ100ミリシーベルトがございま

すので、ちょっと考え方をご説明したいと思いますけれども、まず最初に、今回の事故が起こりまし

て、それでその食品を含めていろんなものに影響を与え、健康への影響も一部あったかもしれません

し、あるいは住民の皆さんに不安を与えたということは、そういうことは全くあってはならないこと

だというふうに思っております。

それをまず大前提にしまして、他方物事の規制をするという場合には、やはり科学的に、今我々が知

り得る範囲で、どこまでどういう数字にすべきなのか、食品安全委員会の場合には、実際健康に影響

があるのはどのレベルなのかということを、今までの知見をきちっと整理して評価を行い、その上で

ちゃんと基準を決めてそれを守っていこうという姿勢が重要だと思ってございます。

私どもは、繰り返しになりますが、3,000とか、それ以上の文献を調査しましてチェックしまして、

そしておよそ100ミリシーベルトという数字を出しまして、それを超えれば健康上の影響が出る可能性

があるという結論を得て、その上でさらに、国際的な動向を踏まえて、厚生労働省のほうで基準値を

決めているということですので、安全な基準であるということを十分ご理解いただきたいと思ってご

ざいます。

〇司会（消費者庁・金田） 内部被ばくについて、はかれる医療機関でのシステムのご提案ありまし

た。福島県が行っている県民健康影響評価調査、そしてホールボディカウンターによる調査において

も福島県内で99％以上の方は追加被ばく１ミリシーベルト未満だったという結果が出ております。そ

れを見て隣県でも検討はしましたが、システムとしての県民健康調査、または内部被ばくの調査とい

うものはやらないということを決めました。極めて内部被ばくの値は小さいものというふうに評価さ

れます。もしマーケットバスケット調査やそういったものの子細説明がありましたら。ということで、

特に医療機関にかかって内部被ばくをさらに調べなければいけない状況ではないというふうに考えら

れます。

引き続きご質問、ご意見ありましたら。では、前の方。

〇質問者Ｄ 間もなく退職なので、下に座ったのですけれども、江東区保健所の飯塚と申します。食

品衛生監視員です。

さっき受付に私の質問４つぐらい出したのですけれども、どなたからも回答がないのです。今私の

資料と質問はどなたが持っておられるのでしょうか。見ていないのですね、要するに。１番、２番…
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…

〇司会（消費者庁・金田） 最初に申し上げましたとおり、これ始まる前に全員で見て、その上で説

明を行ったという認識でおります。もし答えていないというご認識でしたらば、具体的に今質問して

いただけたらと思います。

〇質問者Ｄ わかりました。今言います。１番、２番については、後で水産庁の森田さん、是非ご覧

ください。質問の内容、多分……

〇司会（消費者庁・金田） 済みません、１番、２番では会場の方がわからないので、具体的にどう

いうことについて質問を言ってください。その上で答えます。

〇質問者Ｄ わかりました。１番については、今原子力発電所の東電のほうで内水面に対する魚介類

の検査をしております。ずっとだだ漏れの状態で続いているというのは私も同じ認識です。なぜなら

ば、魚のデータが急激によくなっているのです。よくなっているということは、お魚の出入りが自由

ということで、当然水の出入りも自由で、だだ漏れ状態がずっと続いていると。昨日８月分が発表さ

れまして、７月よりさらによくなっています。非常にひっかかるのが、非常に数字の低い魚もまざっ

ているのです。あの中で、あれだけ汚い水の中で、低い魚が入るということはおかしいです。当初10月、

昨年の10月……

〇司会（消費者庁・金田） 済みません。皆さんまだ質問がありますので、整理しますと、今の調査

結果として値が低くなっているのは適切な調査結果か否かというご質問ですか。

〇質問者Ｄ いや、適切な調査結果です。ただ、東電はうそをついているので、リスコミというのは

うそをつかないというのが基本です。それは変だと思います。それが１問目。

２問目については、地下水の出ている先が海底土、海底土のデータに動いているのではないかと思わ

れるデータが見つかっています。海水だとデータは出づらいですけれども、海底土の場合は出るので

はないでしょうか。ぜひ海底土の比較をお願いします。

それと、３番目と４番目についてまとめます。ぜひ肉の検査なんかやめて、魚の検査、もっと必要

な場所へ検査のシフトを移していただきたい。農水の大西さんもおっしゃっていましたけれども、原

因がわかって対策がわかれば検査する必要ないのです。今牛肉やっているの、安心のためだけです。

今検査すべきところは別にあるでしょう、というのがあります。

〇司会（消費者庁・金田） ３つ質問いただきました。１つ目、魚の検査結果についての信憑性につ

いて。

〇質問者Ｄ 信憑性ではありません。

〇司会（消費者庁・金田） 信憑性ではなくて正しいかどうかということですか。

〇質問者Ｄ 正しいのはわかっています。ただ、その検査結果について、東電が今までデータを隠し

ていたというか、魚はあそこで仕切って外に出していないと言っていたのですよ。いまだに言ってい

ますよね。
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〇司会（消費者庁・金田） では、水産庁からお答えします。２問目の海底土の問題については、ち

ょっと水産庁と、あともしわかれば資源エネルギー庁から、そして肉の検査やめて魚やるべきではな

いかについては、厚労省からお願いいたします。

〇水産庁（森田） 事前にいただいている質問を整理します。１番目の質問は、東京電力の第一原発

の港湾の中の魚のデータが非常に低い魚もまじっているので、魚があそこに対して出入りが自由なの

ではないかという質問ですよね。当然それは魚の出入りが自由な状態になっています。それで、水産

庁と、漁業者の要望もありまして、港湾の中に、入り口のところに、入り口の底にはいろいろ細工を

した網を設置はしてあります。ただ、それが海面の上まで設置をすると、あそこの原発の廃炉に今向

けてさまざまな工事が行われているので、その資材をあそこに船で搬入しているということで、港湾

の入り口を完全に封鎖することができないということで、船がぎりぎり通れる範囲での高さまで現在

網を張ってあって、いわゆる下のほうを動いている魚の出入りをすることはできないように現在して

いるということです。ですから、上のほうにひょろひょろと泳いでいって入っている魚というのは当

然いるというのは事実です。

それと、また港湾の中にそういうことで非常に高い、何十万Bq/kgという魚がいるということが昨年

の検査でわかりましたから、現在港湾の中の壁があるところの、あれがテトラポットになっています

から、そこに魚がたくさんいるであろうということで、現在網を全部壁のところに張りつけまして、

そのテトラポットの中から魚が出てこないようにしているということです。かつ港湾の中で現在魚の

駆除というか、港湾の中に刺し網とかご網を入れまして、ことしの大体２月から今までに至って、約

3,000匹近い魚をあの中で駆除していると。ですから、延々とあそこの中で現在駆除し続けているとい

うのが現状です。ですから、底のほうをはって入ってくる魚というのは、その網で防止できると思う

のですが、上のほうをひょろひょろと入ってくる魚というのは、とめられないということです。

それで、ただ昨年の８月に２万何千 Bq/kgというのが、福島県の約20キロほど離れたところでとれ

たということで、それの調査結果を水産庁のホームページに出していますが、明らかに港湾の中、も

しくは近くで汚染されたアイナメであるという研究結果を発表しましたが、そういった数万Bq/kgとい

う魚が、現在港湾の外の調査というか、検査も全部やっていますけれども、全然とれてこないという

ことから、あそこから出てくる魚の率というのは、かなり低いのではないかということは現在考えて

いると。ただ、それは出入りがあるということは事実なので、あの中に封じ込めるような方策で現在

取り組んでいるというのが現状です。ただ、そういう対策を施しているということは、全て公表され

ています。

海底土のことですが、質問は海底土の濃度というのがいろいろ上昇しているところもあるので、そ

れが最近の汚染を反映しているのではないかということだと思うのですが、海底土に関しては、陸の

土をとるのとは違って、ＧＰＳで位置を決めて船を完全に固定しても、そこからワイヤをおろして海

底土をとっているために、なかなか全く同じ海底土をとれるというわけではないです。それで、デー
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タとしては、先ほど質問していただいた方が見せていただいたデータ以外にも非常に多くのデータが

事故後ありまして、それをグラフ化したものが現在文部科学省や規制庁から公表されています。それ

を見ても全然一定の傾向が見えず、でこぼこでこぼこすると。それは、また沿岸に近づけば近づくほ

ど陸の影響を受けるので、濃度がでこぼこするということで、海底土のデータを見て、濃度が上がっ

ているとか下がっているという判断がなかなかできないということです。ただ、海底土を汚染してい

るという事実はあるということで、地下水から行っているのではないかという話なのですが、通常地

下水というのは、セシウムが土壌で固定されていて土壌に残ってしまうので、地下水というのはほと

んどセシウムを含んでいないということが現在知られているので、地下から港湾の底を通って、少し

離れたところから湧いてくる地下水というのは存在していますが、それが海底土を汚染しているとい

う事実は現在確認されていないと。もしそういうことが起こると、海底土のかなり泥の下のほうに汚

染がありますけれども、明らかに今の海底土は表面のところに汚染が残っていますから、上から落ち

てきたものであるということが確認できています。

〇厚生労働省（三木） 肉の検査をやめて魚の検査をすべきではないかというご意見ですけれども、

肉については、先ほど農林水産省の牛肉の検査のスライドがありましたけれども、基本的に汚染稲わ

らの原因で、それで飼養管理が悪いために牛肉に移行して全国出回ったと。非常に自治体の方もご苦

労されて、その肉はどこに行ったのかというのを追いかけなければいけないというようなことにもな

ったということで、そういうこともあって、牛肉については一部なのですけれども、重点的にやるよ

うにということで自治体のほうにもお願いをしているという状況です。

ただ、それを超えて自治体のほうの判断で、当然上乗せをして全頭検査とかということをやられてい

て、国としても自治体のほうには検査どんどんやってくださいというふうにお願いをしている手前、

あれはいいけれどもこれはやめろみたいなのを、個別の自治体に言うにもなかなか難しいなというと

ころもちょっと思っていまして、いただいたご意見も、最近の結果を見ると、ほとんど基準値超えと

いうのは出ていないという状況もありますし、あとは汚染の稲わらが、では今後絶対出回らないのか

というところもしっかり見ていかなければいけないということもありますので、ちょっとそういった

ことも含めて、やっていただいている自治体が結構ありますので、そういうところともお話をさせて

いただきたいというふうに思います。

魚については、全然やっていないのかというふうに思われるとあれなのですが、魚についても結構

検査をしていまして、基本的には基準値を超えるようなところは出荷制限をかけて流通に出回らない

という体制はとっていますので、重点的に自治体のほうにもお願いをして、水産物も重点的にやって

くださいというお願いはしていますので、引き続きその点については、水産物懸念があるというお話

もございましたので、重点的にやっていただくようなことでお願いをしたいというふうに考えており

ます。

〇農林水産省（大西） では、農林水産省からも少し言わせていただきますと、基本的に検査は最低
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限これぐらい、この密度で、この頻度でやってくださいということで、検査のガイドラインのような

ものを自治体の方にお示しして、その上で自治体で検査計画というのを立てていただいております。

牛肉に関しましては、先ほどスライドでお示ししました検査密度を最低限として言わせていただいて

いるのですが、各自治体の中で、全頭検査をしたものと、していないものがまざると、買い手の方が

全頭検査をしていないものを避けたりするのではないかというようなことを懸念して全頭検査を行っ

ていることが多いのではないかと認識しております。これをやめたら、やはり全頭検査しないと避け

られてしまうのではないかと自治体の方が不安に思われるというところもあるかと思いますので、ま

ず私どもできることは、こういった場で、検査の結果がこうである、牛肉については、今、餌の管理

をしっかり行っていて、基準値の超過がほとんどないということを、まず買い手の皆様に知っていた

だいた上で、牛肉ってもう大丈夫なのだなということをご理解いただいた上で、そういう地盤ができ

てこそ自治体が全頭検査をやめるかどうかという判断するベースができるのではないかなと考えてお

ります。ですので、今後もこういった機会やホームページなどで検査結果をしっかり示すとともに、

先ほど厚生労働省からもありましたけれども、今後とも自治体と連携して、しっかりと検査のあり方

というのは検討していきたいと考えております。

〇司会（消費者庁・金田） 申しわけありませんが、多数の方に意見いただきたいと思いますので、

先ほど手を挙げた後ろの方、お願いします。

〇質問者Ｅ 生活クラブ生協で品質管理をしている槌田といいます。

食品安全委員会の方が生涯で100ミリシーベルトという基準を、たくさんの文献読んでいただいて出し

ていただいたのは議論のベースとして大変貴重でありがたいことだと思っています。その100ミリシー

ベルトの基準を出すに当たって評価された影響なのですけれども、がんに偏り過ぎているのではない

かという危惧が私は持っていて、そのほかにどんな影響が文献にあったのかとか、それから世間で言

われている筋肉痛がするとか、鼻血が出るとか、いろんな影響についてここで見なかった理由みたい

なことをちょっと教えていただけたらと思っています。

それと、100ミリシーベルトの基準というのは、影響がなくなるレベル、農薬なんかの基準でいえば

最大無作用量というのに相当すると思われるのです、私だと。そうすると、農薬ではそれの100分の１

を基準値にしていますよね。放射能は最大無作用量そのまま食品の基準値に持っていっているという

点で差があるのではないかというふうに考えています。この辺についてのご意見を聞かせていただき

たいこと。

それと、100ミリシーベルトという値を出された以上、外部被ばくの20ミリシーベルト、これは食品

の問題ではないから担当違いであるのは重々わかっていますけれども、科学的な見地からいえば、内

部被ばく、外部被ばく、同じシーベルトを浴びれば同じ影響だということになっているはずですので、

年間20ミリシーベルトのところに住民が住むということに対して、食品安全委員会は何か言わなけれ

ばいけないのではないかというふうに考えています。
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それと、検査のことですが、都道府県に検査を任せきりになっていることがありますよね。それで、

先ほど濃いところを重点的にはかるような指導をされているというふうにおっしゃっていたのですけ

れども、いつごろどういう指導されたのか、もうちょっと教えていただきたいのと、現実にその指導

を守っているかどうかの点検というのをされているのかどうか。自分の感覚では、初期の段階ですけ

れども、群馬県とか宮城県の初期の検査は相当ずさんだったのではないかという印象を持っています。

その辺について教えていただければと思います。

それと、最後にもう一つ、農水省の54ページなのですけれども、各県の自主検査の例として、福島

と宮城と茨城、３県だけ例が出ていますけれども、県ごとの出荷自粛要請というのが、もっとたくさ

んの県で出ていると思います。私たち品質管理の仕事をしていると、農水省のホームページも見なけ

ればいけないけれども、各県の自主規制がどうなっているかを見るために、各都道府県全部見なけれ

ばいけないのです。その辺の情報をちゃんと一元化していただきたいというのは、これは要望です。

よろしくお願いします。

〇司会（消費者庁・金田） ５点質問、意見いただきました。１点目、生涯100ミリシーベルトのベー

スで、がんだけではなくて筋肉痛や鼻血というもののリスクがあるのではないかという質問、これは

食安委のほうでお答えいたします。

２番目、100ミリシーベルト、農薬の場合は100分の１の安全を見るのだけれども、この100ミリシー

ベルトに決定した考え方、生涯のリスクの基準として、この考え方について、食安委から。

３点目、外部被ばく20ミリシーベルトというのはどういう値かということ、これはちょっと今日は食

品の担当しかいないので、司会である私のほうから簡単に考え方をご説明します。

４番目、都道府県に検査を任せきりであり、またそれが実際守っているかどうかというもの、また初

期の段階での検査は余り適切でなかったのではないかというご意見について、これは厚生労働省のほ

うから。

５番目に、農水省に対して、自主検査の各県が行っているものについても情報集約すべきではないか

ということについてがありました。

最初の１番目と２番目、食品安全委員会からお願いします。

〇内閣府食品安全委員会（植木） 放射線による健康影響でございますけれども、スライドの10番に

なるのですけれども、比較的高い放射線の場合には、ここに書いてございますように、脱毛とか不妊

とか、いろんなことが出てまいります。当然やけどなんかも入ってくるのだと思いますけれども、放

射線が少ない場合、これは右側の確率的影響でございまして、症状はがん、白血病ということで、遺

伝的な影響は見られていないということございます。例えば筋肉痛とか、そういうことをご主張する

方はいらっしゃるのだと思いますけれども、今の食品のレベルでそういうことが起こるということは、

ないのではないかと思ってございます。

それと、100ミリシーベルトに聞いて、農薬等の場合には安全係数100分の１を掛けているではない
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かというお話でございますけれども、100ミリシーベルトに関しては、これを超えると健康上の影響が

出る可能性が高まるということでございます。農薬とか食品添加物の場合は、通常は動物実験、ラッ

トを使った実験を行いまして、それで量を決めてまいります。そして、ラットと人間は、種が違いま

すので、あとは人間でも個体差等がございますので、そういうものを考慮して、安全率100分の１とか、

場合によっては１／10を掛けてございますけれども、今回の場合には、これが、既に疫学的データ、

実際に放射線を浴びた方がその後どうなったかということを、個々の人間についてきちっとフォロー

アップして調べた結果でございますので、安全係数は必要ではないという考え方です。100ミリシーベ

ルトにつきましては、農薬とか食品添加物、動物医薬品の場合とは違うということはご理解いただき

たいと思ってございます。

〇司会（消費者庁・金田） ３番目、20ミリシーベルトの考え方、簡潔にご説明します。

事故直後国際放射線防護委員会から日本政府に勧告がありまして、当面の間100ミリシーベルトから

20ミリシーベルトの間で考え得る値を設定し、一般人の被ばくをそこに抑えるというのが示されまし

た。しかし、究極には１ミリシーベルトを目指すという考え方でした。この考え方に基づきまして、

外部被ばく、当面の間として20ミリシーベルトを境目として管理を行っていくという考え方を示した

ところであります。究極においては１ミリシーベルトを目指すという考え方については、これは変わ

っているところではございませんが、逆に低い値でもって移住とかを強制的にしたりすると、逆に社

会的な混乱の問題のほうが大きいということは確かに言えるということが言えます。そのため、現在

20ミリシーベルトを境に帰還といったことを取り組みを行っていくと。これを境に突然危険になると

いうことではなくて、健康管理によって克服していくといったリスク管理を行っていくという考え方

でございます。

４番目の検査の体制、都道府県における検査について、厚生労働省からお願いします。

〇厚生労働省（三木） いただきましたのは、検査は基本的に自治体でやっていただいていますので、

任せきりではないかと、国として何か点検とかというのはやっているのかというお話であります。ま

ず、最初に検査のサンプリングというか、採取する地点についてなのですけれども、直近では平成25年

の３月19日付で、私ども厚生労働省の食品安全部長から各自治体さん宛てに通知をしております。そ

の中では、検体採取を行う地点の選択についてということで、土壌中のセシウム濃度であるとか、環

境モニタリングの検査結果であるとか、あと平成23年度とか24年度とかの検査の結果とか、そういっ

たものを勘案して、そういった要因が当てはまる地点を優先して選択をするようにというのも通知の

中に書いてございますので、こういうことで自治体のほうにはお願いをしているということでありま

す。

あと、点検については、私どもは各都道府県に行ってあれこれということはしておりませんけれど

も、国立医薬品食品衛生研究所という国の研究機関がありまして、一応そこにお願いをして、市場に

流通している食品をランダムに買い取っていただいて、セシウムの濃度について検査をしていただい
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ています。これらの結果については、日々自治体の検査結果を公表するとともに、医薬品食品衛生研

究所の検査結果についても広く公表しておりますので、一応各自治体さんがちゃんといったら失礼な

のですけれども、検査を的確にやっているかどうかということを検証するために、市場に流通してい

る食品で各県ばらばらに検査をしているという状況がございます。

こういったことを踏まえて、ちょっと県の名前出したらあれなのですけれども、埼玉県産のお茶と

か、そういうのは流通、国立医薬品食品衛生研究所の流通品の検査の中で基準値を超えるようなもの

が見つかって、県にもうちょっとちゃんと検査計画を立ててやるようにというふうな指導をした経緯

もございますので、こういう形で国としては検証を行っているという現状でございます。

〇司会（消費者庁・金田） 出荷自粛の情報集約について農水省からお願いします。

〇農林水産省（大西） 先に都道府県に検査を任せきりではないかということについて、少し補足い

たしますと、私ども各品目の担当というのは、かなり県と密接に連絡をとっているところです。例え

ば50ベクレルを超えるものが検出されたとなりますと、そこの品目担当から各県に対して、この県で

高い値が出たので、あなたの県ももう少しこの品目についてはしっかり検査をしてくださいといった

ような、そういったお願いであるとか、なかなか聞き入れていただけない場合は、ちょっと指導に近

いようなこともさせていただくこともございます。

というのを少し補足させていただいた上で、自主検査についてなのですが、水産物は水産庁のほうか

らお答えいたします。そのほかの品目については、確かに今Ｑ＆Ａなどの中で、ここに自粛がかかっ

ていますというようなことは記載しておりますが、リストとして出荷制限の一覧のように載せてはい

ないというのが現状です。各県の自粛のところまで国が載せるのかというのも含めて、いただいたご

意見を検討させていただいて、今後ホームページ、どのように皆様に見やすくしていくか検討させて

いただければと思います。

〇水産庁（森田） 水産物の出荷かかっているところと操業自粛しているところに関しては、水産庁

のホームページに地図とリストを載せておりますので、それをご覧になっていただきたいと思います。

ただ、これは自粛に関しては、県が自粛というのを認めているものに関してだけなので、漁協の本当

の小さい単位で自粛している場合、そこに反映されない可能性があるということです。

〇司会（消費者庁・金田） 全く皆さんの質問に十分応えられていない部分なのですが、しかし、会

場を返さなければならないというのもありますので、質問、ご意見のある方は、全員手を挙げていた

だければと思います。全員手を挙げていただいて、まとめて伺います。その上でまとめてお答えしま

す。それをもってきょうの意見交換を終了させていただくことにしたいと思います。質問、ご意見の

ある方、全員手を挙げてください。端から指名しますので、全員質問、意見出してください。よろし

いでしょうか。では、そちらの方。

〇質問者Ｆ いただいた資料のほうで摂取制限というところの中で、著しい状況の悪化があった場合

には摂取制限を、家庭菜園も含めてやるというような、こういった冊子の中に表現がございました。
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著しいとはどういったようなことをとらえたらよろしいか、後ほどお答えいただければと思っており

ます。

〇司会（消費者庁・金田） 摂取制限についてですね。では、前の方、お願いします。

〇質問者Ｇ 株式会社日本保育サービスの宮下と申します。

質問内容が大きく２点ありまして、検査をした結果がどの範囲まで適用されるのか。例えばそれは県

でいいのか、それとも市のほうがいいのか、それとも農園ごとにやっぱり検査したほうがいいのかと

いうこと。あと、もう一点が検査の結果、対象が対応できる機関なのですけれども、例えば作物がそ

の季節にとれる期間だけでいいのか、それとも１カ月とか設定したほうがいいのかというのを聞きた

いのですけれども。

〇司会（消費者庁・金田） わかりました。

〇質問者Ｈ 環境の要因が一番わかりやすいかと思いますけれども、本間と申します。

キノコの例を挙げられましたけれども、本来このデータの読み方というのは、ふだんこういう事故が

なかったとき、どのぐらいの水準にあったのかというのが基礎ですよね。何か我々の騒ぎ方というか、

科学の対応の仕方が、平常値というものをやっぱり把握していて、それと比べてどのぐらい上がって

いるのかというは大事な判断ではないかと私は思うのです。それはふだん恐らくめったにとるもので

はないでしょうし、しかし、今まで蓄積されたデータの中で、そういうふうなものがあれば、やはり

ふだんはこうだったというふうな数値も紹介するというのでしょうか、そういうふうな中で、いわゆ

る科学的な考え方というのをやっぱり培っていくことも必要ではないか。横須賀の原子力潜水艦が入

ったとき、私大学の学生でしたけれども、あのとき針が振れたよということが話題になりましたけれ

ども、潜水艦がいないとき針は振れたのかねという議論になると、途端に大学でも意見が意気消沈し

てしまうという。やっぱり何でもないときと比べてどうかという基本的な考え方というのは推進して

いかないといけないのではないかと、私は感想として述べたいです。

〇司会（消費者庁・金田） あと後ろのほうで手を挙げられた方。

〇質問者Ｉ 千葉のさんぶ野菜ネットワークの下山です。

水産庁の人に質問なのですけれども、６月13日に農水省の報道で原発事故の連絡会議があったのです

けれども、そのときに福島の内水面漁協の人が、沼とか池の話をしていたのですけれども、結局ヘド

ロの中にセシウムがたまっていて、それは除染やっていないのですけれども、そこの魚の検査という

のを水産庁とか福島県でやっているのですか。値がどのぐらいなのか、ちょっと知りたいなと思って。

以上です。

〇司会（消費者庁・金田） ほかに質問のある方、ご意見のある方、いますか。はい、どうぞ。

〇質問者Ｊ フリーランスの星野と申しますけれども、１点だけ教えていただきたいのですけれども、

環境放射能水準調査結果（月間降下物）という原子力規制委員会から毎月出ている、空から降ってく

ると思われる放射能の量に関しての結果報告があるのですけれども、この表見ると、東京都の新宿区
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だけでもセシウムの合算で6.6MBq/km2という、個人的には驚くべき量が降ってきているという気がす

るのですが、空からの降下物が与える影響というものをどのようにお考えになっておられるかという

ことをお尋ねしたいです。

〇司会（消費者庁・金田） よろしいでしょうか。では、最初に摂取制限を行う場合の著しい状態と

いうことについて、摂取制限の考え方について、厚生労働省からお願いします。

〇厚生労働省（三木） 摂取制限の著しいというのは、特に何ベクレルを超えたら著しいとかという

ことが明確に決めているわけではなくて、そのものの食べる量とか、通常食べる量とかも含めて、ト

ータル的に見て著しく超えることが考えられた場合にやっていると。最近はほとんど低い値になって

いますけれども、昔は100ベクレルというよりも、もっともっと高い1,000ベクレルとか、それ以上の

値が出ていましたので、そういう場合には摂取量とかも勘案をして、著しい場合には摂取制限をかけ

ていたという状況でございます。

〇司会（消費者庁・金田） ２点目、検査のやり方について、検査結果について、どの範囲で面積的

なものについてと、あと期間、時間の軸について、２つ質問がありました。それについて検査のやり

方について、考え方について、面積、そして時間について、厚労省のほうから。

〇厚生労働省（三木） ちょっと難しい質問というか、検査については、基本的にその自治体の中で

一定の範囲を決めて、これが市町村単位であったり、旧市町村単位だったりいろいろするわけなので

すけれども、そこで面的なことを考えて、幾つかのポイントをとって、先ほど私がお話ししたような

土壌のセシウム濃度であるとか、環境モニタリングの結果であるとか、過去の違反事例とかも踏まえ

て、最終ポイントを決めて検査をしているのが現状なのです。なので、そういう検査をした結果、面

当たりで問題がないということであれば、自治体のほうでは、そこの地域については、恐らく大丈夫

であろうというような判断をされていると思いますので、例えばある一地域の１点のみの結果でもっ

て、そこのどのぐらいの範囲まで、それでもって大丈夫と言えるかどうかというのは、ちょっとなか

なかお答えはできないのが現状です。

例えば、消費者の方が何か持ち込みをして、この食品が大丈夫かどうかを調べてほしいということ

でやられている自治体とか検査機関の方もいらっしゃいますけれども、それであれば、持ち込まれた

食品がわかっているので、それが検査結果をもってどうかという話は言えるのですけれども、実際の

生産現場になると、その１点のみでどこまでというのが、なかなかちょっと言いにくいのではないか

なというふうに思います。逆に検査結果を持てば、通常の食品の検査であれば、製造工程とかちゃん

と管理ができるようなものであれば、１回検査をしたら大体１年間有効とか、そういう形で、これは

輸入食品の場合とかもそういう形でやっていますけれども、ちょっとこういう放射線に関しては、環

境状況も変わってくることを考えると、１回やったから、ではそれでその年はもう大丈夫かどうかと

いうことは、それもちょっとなかなか言いにくいのかなというところはあります。済みません、ちょ

っとお答えになっていなくて申しわけありません。
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〇司会（消費者庁・金田） ４点目、事故前、事故後の環境中の放射線、そして値について比較すべ

きではないかというご指摘をいただきました。これについてちょっと明確にお答えできるかどうかわ

からないのですが、厚生労働省、農水省、水産庁、そして資源エネルギー庁、事故前、事故後のデー

タというものが比較できるのかどうか、ちょっとお答えできる方がいましたら、お願いいたします。

〇水産庁（森田） 水産物、農産物もそうですけれども、水産物はビキニ事故以来水産庁ずっとモニ

タリングをしていると。それで、農産物は核実験のころからモニタリングをしていますから、大体今

回の事故前の水産物の濃度というのは、大体0.2Bq/kg･WETぐらいです。ちなみに、ヨーロッパだと、

もっと0.7、0.8 Bq/kg･WETぐらいあったのですが、それは別の理由で高かったのですけれども、日本

の濃度はそういうことです。ですから、データ今回出していませんが、約60年代からのデータという

のは、日本周辺のデータは全てあるということで比較は確実にできる状態にあります。

もう一つ、潜水艦寄港地調査も現在も続けていますが、水産庁と海上保安庁で佐世保と金武中城湾

と横須賀は四半期ごとに調査を続けていますから、原子力潜水艦のモニタリングも60年代、日本に来

るようになってからは延々と続いていて、そのデータも全て公表しています。事故前の検査結果とい

うのも今インターネット上で全て見られるように以前から、これ事故後ではなくて事故前から簡単に

データベースが誰でもアクセスできるような状態で公開されています。

〇司会（消費者庁・金田） ４番目、福島県の内水面、河川や湖、沼の汚染について、放射性セシウ

ムが下にたまっているのではないかということ、水産庁さんから。

〇水産庁（森田） どこの沼なのかちょっとわからないですが、内水面の検査もちゃんと行っていて、

先ほど厚生労働省の資料であったように、飯舘村の新田川で非常に高い濃度のヤマメが見つかったり

して、福島県は内水面においても出荷制限をかけたりということは行われています。まだ人が入れな

い区域というのは陸にはありますから、そこはまだそれなりの調査が進んでいないという現状はあり

ますけれども、住んでいるところは、内水面もちゃんと調査していると。

〇厚生労働省（三木） 厚生労働省ですけれども、資料の２の出荷制限という18枚目のスライドの中

で、ちょっと非常に細かくて申しわけないのですが、ギンブナとか鯉とか、出荷制限がかかっている

ものもございますので、そういうものは基本的に内水面を調査して、基準値を超えたものが出たら出

荷制限をかけているという状況であります。だから、河川であるとか、福島県内であってもアユとか

イワナとかもかかっている部分ありますので、基本的に河川、湖沼についても、市場流通されるよう

な魚については検査をしているという状況にございます。

〇水産庁（森田） 内水面に関しては、ほとんどいわゆる市場で売っているものというのは、大部分

が養殖の魚です。天然のものも一部出ていますけれども。むしろ釣り、レジャーが内水面のほうで要

主流ですから、現在出荷制限がかかっていても、それを食べないということがきちんと担保されるの

であれば、キャッチアンドリリースで、釣りだけは行ってもらうように厚生労働省と協力して、そう

いう措置をとっている河川や湖があります。釣りを完全に禁止してしまいますと、その周りの観光と
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か、全てがだめになってしまいますから、食べないにしても、そういうレジャーだけは許可をしても

らっている箇所もあるということです。

〇司会（消費者庁・金田） 最後。自然環境中の放射性物質のフォールアウトについてということで、

降下物があるのではないかということでございます。これについては、50年前の原爆実験のころから

ずっとフォールアウトが続いていたということが北海道立衛生試験場の追跡調査、50年間の調査とい

うものがずっとあるところでございます。問題は、フォールアウトがあるということよりも、それに

基づいて、どれだけ人体影響、シーベルト単位で見るかということのほうかというふうに思いますが、

現在東京都新宿区、平常時と何も変わるところはないというふうに理解しております。何か追加で指

摘があれば。

〇水産庁（森田） 先ほどの単位がよくわからなかったのですが、今回の事故の降下物は、沖縄でも、

ヨーロッパでも観測されましたから、当然東京に飛んでくることは当たり前のことなのです。大体60年

代の核実験をしていたころに、東京に降下していたのが月間1,000ベクレル/m2ぐらい、チェルノブイ

リのときがその10分の１ぐらい、月間100ベクレル/m2です。今回は、一時期にがっと落ちたのですが、

その60年代の10倍ぐらい、１万ベクレル/m2ぐらいが落ちたと。ただ、60年代のときは一瞬ではなくて、

ずっと十数年間にわたってそういうものが落ち続けていた。今回は、飛んできたときだけ一時期的に

そういう高い濃度が出たということです。お皿で落ちてくるものを一月分まとめてはかるので、ちょ

っとその水準調査の結果を見ていないとわかりませんけれども、ある特定の時期に高いものが出ても、

それは月間の平均として出されているということです。

それで、東京に落ちたものが、その後雨水で流れて、河川を通じて東京湾に入っていって、東京湾

でも汚染が見つかったということで、決してその東京湾に福島から流れてきた汚染水が入ってきたの

ではなくて、それは陸から入ってきた影響であると。そういうところには影響が出ています。

〇司会（消費者庁・金田） まだ続けたいところではあるのですが、会場を返さなければいけないと

いう都合がございます。大変申しわけありませんが、これにて本日の意見交換は終了したいと思いま

す。

大変熱心なご議論ありがとうございました。また発言できなかった方、大変申しわけございません。

これにて本日の意見交換会を終了させていただきます。なお、渡してありますアンケート用紙にぜひ

ご記入の上、出口の回収箱にお入れください。

本日は長時間にわたりどうもありがとうございました。


